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令和５年 ９月 ６日（水曜日） 

○議事日程（第２号） 

令和５年９月６日（水）午前１０時００分開議 

日程第 １ 発議第 ２号 東庄町議会議員の請負の状況の公表に関する条例を制

定することについて（別冊） 

日程第 ２ 諮問第 ２号 人権擁護委員候補者の推薦について 

日程第 ３ 諮問第 ３号 人権擁護委員候補者の推薦について 

日程第 ４ 議案第２９号 東庄町印鑑条例の一部を改正する条例を制定すること

について 

日程第 ５ 議案第３０号 東庄町児童遊園設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例を制定することについて 

日程第 ６ 議案第３１号 東庄町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例を制定する

ことについて 

日程第 ７ 議案第３２号 東庄町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例を制定することに

ついて 

日程第 ８ 議案第３３号 東庄町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

を制定することについて 

日程第 ９ 議案第３４号 令和５年度東庄町一般会計補正予算（第３号） 

日程第１０ 議案第３５号 令和５年度東庄町国民健康保険特別会計補正予算（第

１号） 

日程第１１ 議案第３６号 令和５年度東庄町訪問看護ステーション特別会計補正

予算（第１号） 

日程第１２ 議案第３７号 令和５年度東庄町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

日程第１３ 認定第 １号 令和４年度東庄町一般会計歳入歳出決算認定について 

日程第１４ 認定第 ２号 令和４年度東庄町国民健康保険特別会計歳入歳出決算

認定について 

日程第１５ 認定第 ３号 令和４年度東庄町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決
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算認定について 

日程第１６ 認定第 ４号 令和４年度東庄町食肉センター特別会計歳入歳出決算

認定について 

日程第１７ 認定第 ５号 令和４年度東庄町訪問看護ステーション特別会計歳入

歳出決算認定について 

日程第１８ 認定第 ６号 令和４年度東庄町介護保険特別会計歳入歳出決算認定

について 

日程第１９ 認定第 ７号 令和４年度東庄町水道事業会計剰余金の処分及び決算

認定について 

日程第２０ 認定第 ８号 令和４年度東庄町国民健康保険東庄病院事業会計決算

認定について 

日程第２１ 請願第 ３号 「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の

支給に関する法律」の改正を求める請願 

日程第２２ 休会の件 

○本日の会議に付した案件 

 議事日程のとおり 

○出席議員（１３名） 

           １番 前 田 君 江 君 

           ２番 岩 井 弘 晃 君 

           ３番 越 川 良 男 君 

           ４番 栁 堀   忠 君 

           ５番 桜 井 荘 一 君 

           ６番 土 屋 光 正 君 

           ７番 佐久間 義 房 君 

           ８番 板 寺 正 範 君 

           ９番 花 香 孝 彦 君 

          １０番 大 網 正 敏 君 

          １１番 高 木 武 男 君 

          １３番 山 崎 ひろみ 君 

          １４番 宮 澤   健 君 
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○欠席議員（１名） 

          １２番 鈴 木 正 昭 君 

○出席説明員（１４名） 

    町 長 岩 田 利 雄 君 

    副 町 長 向 後 喜一朗 君 

    監 査 委 員 平 山   茂 君 

    総 務 課 長 堀 江 弘 之 君 

    企画財政担当課長 加 瀬 博 子 君 

    町 民 課 長 香 取 康 成 君 

    ま ち づ く り 課 長 鈴 木 秀 樹 君 

    健 康 福 祉 課 長 布 施 光 規 君 

    会 計 管 理 者 堀 江 香 澄 君 

    病 院 事 務 長 渡 辺 佳 則 君 

農業委員会事務局長 
前 田 泰 孝 君 

（農政担当課長）  

    教 育 長 石 橋 宏 克 君 

    教 育 課 長 宇ノ澤   修 君 

    生涯学習担当課長 郡   伸 明 君 

○出席事務局員（３名） 

    事 務 局 長  伊 藤 雅 晃 

    次 長 向 後 順 子 

    主 査 髙 橋 大 助 
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（午前１０時００分 開議） 

議長（宮澤 健君） 

 おはようございます。ただいまの出席議員は１３人です。 

 会議に先立ち、報告します。１２番、鈴木正昭君から通院のため本日の会議を欠

席したい旨の届出がありました。ご了承願います。 

 これから本日の会議を開きます。 

 ここで、昨日、栁堀議員より一般質問のありました移住・定住施策の答弁内容に

ついて訂正したい旨の申出がありますので、これを許します。 

 企画財政担当課長、加瀬博子君。 

企画財政担当課長（加瀬博子君） 

 昨日、栁堀議員からのご質問で、移住支援事業について、東京圏からの移住元要

件とお答えするところを、移住先とお答えしてしまいました。正しくは移住元が東

京圏などの要件と訂正させていただきます。申し訳ございませんでした。 

議長（宮澤 健君） 

 答弁が終わりましたので、会議を続けます。 

 本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

 日程第１、発議第２号、東庄町議会議員の請負の状況の公表に関する条例を制定

することについてを議題とします。 

 職員に議案の朗読をさせます。 

（事 務 局 朗 読） 

議長（宮澤 健君） 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 ８番、板寺正範君。 

８番（板寺正範君） 

 それでは、ただいま議題となりました発議第２号、東庄町議会議員の請負の状況

の公表に関する条例を制定することについての提案理由と内容につきましてご説明

申し上げます。 

 令和５年３月１日に地方自治法の一部が改正され、改正前は議員個人と町との請

負が認められておりませんでしたが、今回の法改正により、政令で定める一定金額

の３００万円までは議員個人による町との請負が規制の対象から除かれることとな
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りました。 

 これらを踏まえ、全国町村議会議長会より各議会における議員個人による請負の

状況の透明性を確保するための条例案が示されました。内容は、地方公共団体に対

し、請負をするものである議員が当該議員の対価として各会計年度に支払いを受け

た金銭の総額や請負の概要など、一定の事項を議長に報告し、当該報告の内容を議

長が公表することとするなど、各地方公共団体において議員個人による請負の状況

の透明性を確保するものとなっております。 

 本町議会においても、請負の状況の透明性を確保し、もって議会の運営の公正及

び事務の適正を図るため、本件条例を９月議会に議員発議として提案するものです。 

 また、この条例は、公布の日から施行し、令和５年４月１日に始まる会計年度に

おける請負から適用することとなります。 

 以上で発議第２号の提案理由と内容説明を終わります。ご審議の上、可決くださ

いますよう、よろしくお願い申し上げます。 

議長（宮澤 健君） 

 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（宮澤 健君） 

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（宮澤 健君） 

 討論なしと認めます。 

 これから発議第２号、東庄町議会議員の請負の状況の公表に関する条例を制定す

ることについてを採決します。この採決は起立によって行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方はご起立を願います。 

（起 立 全 員） 

議長（宮澤 健君） 

 起立全員です。 

 従って、発議第２号は原案のとおり可決されました。 

 日程第２、諮問第２号、人権擁護委員候補者の推薦について、日程第３、諮問第
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３号、人権擁護委員候補者の推薦について、以上２件を一括議題とします。 

 職員に議案の朗読をさせます。 

（事 務 局 朗 読） 

議長（宮澤 健君） 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 町長、岩田利雄君。 

町長（岩田利雄君） 

 それでは、諮問第２号及び諮問第３号、人権擁護委員候補者の推薦についての提

案理由を申し上げます。 

 人権擁護委員は、法務大臣の委嘱でございますが、人権擁護委員法に基づき、市

町村長が議会の意見を聞いて推薦することになっております。 

 諮問第２号は、この度、石毛一典氏が令和５年１２月３１日の任期満了をもって

退任されることから、今回新たに前田正行氏を候補者として推薦するものでござい

ます。 

 前田正行氏は、東庄町笹川根方地区にお住まいで、消防職員として香取広域市町

村圏事務組合に長年勤務された後、東庄分署長を務められ、令和２年３月に退職さ

れました。 

 また、諮問第３号は、この度、高橋俊光氏が、令和５年１２月３１日をもって任

期満了となることから、引き続きお願いするということで、候補者として推薦する

ものでございます。 

 高橋俊光氏は、平成３０年１月より人権擁護委員として、人権相談や人権啓発な

どにご尽力をいただいております。また香取人権擁護委員協議会では、会の会計事

務や活動を企画、運営する事務局という要職に就任されております。 

 お二人とも、大変誠実、また温厚な方で、社会に貢献しようとする意欲旺盛な方

でございます。 

 皆様のご意見を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

議長（宮澤 健君） 

 お諮りします。 

 ただいま議題となりました諮問第２号及び諮問第３号については、正規の手続き

を省略して、直ちに採決することにご異議ありませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（宮澤 健君） 

 ご異議なしと認めます。 

 これから採決を行います。採決は１件ごとに行います。 

 初めに、諮問第２号、人権擁護委員候補者の推薦についてを採決します。 

 本件はこれを適任とすることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（宮澤 健君） 

 ご異議なしと認めます。 

 従って、諮問第２号は適任と答申することに決定しました。 

 次に、諮問第３号、人権擁護委員候補者の推薦についてを採決します。 

 本件はこれを適任とすることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（宮澤 健君） 

 ご異議なしと認めます。 

 従って、諮問第３号は適任と答申することに決定しました。 

 日程第４、議案第２９号、東庄町印鑑条例の一部を改正する条例を制定すること

についてを議題とします。 

 職員に議案の朗読をさせます。 

（事 務 局 朗 読） 

議長（宮澤 健君） 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 町長、岩田利雄君。 

町長（岩田利雄君） 

 それでは、議案第２９号、東庄町印鑑条例の一部を改正する条例を制定すること

についての提案理由を申し上げます。 

 今回の改正は、令和３年５月１９日に公布されたデジタル社会の形成を図るため

の関係法律の整備に関する法律により改正された電子署名等に係る地方公共団体情

報システム機構の認証業務に関する法律が令和５年５月１１日に施行されたことに

伴うものでございます。 
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 法律の改正によりまして、マイナンバーカード所持者について、スマートフォン

へ電子証明書を搭載することが出来ることとなったことに伴い、印鑑登録証明の申

請の規定を整備するものでございます。 

 なお、詳細につきましては、担当課長より説明をいたさせます。 

 ご審議の上、可決くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

議長（宮澤 健君） 

 町民課長、香取康成君。 

町民課長（香取康成君） 

 それでは、議案第２９号、東庄町印鑑条例の一部を改正する条例の内容について

説明を申し上げます。 

 恐れ入りますが、別冊の参考資料の１ページ、東庄町印鑑条例の新旧対照表をご

覧ください。 

 まず、第１２条については、国の事務処理要領、情報システム標準仕様書に基づ

く文言の整理でございます。 

 次に、第１３条第２項の改正については、コンビニ交付における印鑑登録証明の

申請について、スマートフォン、いわゆる移動端末設備ですけれども、こちらを使

用した申請を追加する改正でございます。 

 令和５年５月１１日、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業

務に関する法律の一部改正が施行され、マイナンバーカード所持者について、スマ

ートフォンへ電子証明書を搭載することが出来るようになりました。 

 この法律の改正に伴い、マイナンバーカードの他、有効な利用者証明用電子証明

書が記録されましたスマートフォンを使用した申請が出来ることとする規定の改正

でございます。 

 続きまして、附則の説明を申し上げますので、議案書の５ページにお戻りいただ

きたいと思います。 

 第１２条の規定については公布の日から施行し、第１３条第２項の規定につきま

しては、コンビニ事業者対応時期、こちらの改修等の確定次第、別途、規則で定め

る日から施行することとなります。 

 なお、対応時期につきましては、１０月から１２月の間と見込まれております。 

 以上で説明を終わります。よろしくご審議をお願いいたします。 
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議長（宮澤 健君） 

 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（宮澤 健君） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 討論を省略して直ちに採決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（宮澤 健君） 

 ご異議なしと認めます。 

 これから採決を行います。 

 議案第２９号、東庄町印鑑条例の一部を改正する条例を制定することについてを

採決します。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（宮澤 健君） 

 ご異議なしと認めます。 

 従って、議案第２９号は原案のとおり可決されました。 

 日程第５、議案第３０号、東庄町児童遊園設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例を制定することについてを議題とします。 

 職員に議案の朗読をさせます。 

（事 務 局 朗 読） 

議長（宮澤 健君） 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 町長、岩田利雄君。 

町長（岩田利雄君） 

 それでは、議案第３０号、東庄町児童遊園設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例を制定することについて提案理由を申し上げます。 

 今回の改正は、笹川児童遊園遊具の撤去に伴い、所要の改正を行うものでござい

ます。 
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 なお、詳細につきましては、担当課長より説明をいたさせます。ご審議の上、可

決くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

議長（宮澤 健君） 

 健康福祉課長、布施光規君。 

健康福祉課長（布施光規君） 

 議案第３０号、東庄町児童遊園設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

を制定することについて内容の説明を申し上げます。 

 今回の改正は、町長の提案理由にございましたように、諏訪神社内にありました

笹川児童遊園について、設置されていた複数の遊具が経年劣化により危険な状態に

あったため撤去工事を行ったこと、また、新しい遊具の設置についても、神社特有

の環境要因などにより遊具の設置にあたっての安全確保が難しいことにより、新た

な設置は難しいと判断しました。その結果、笹川児童遊園の全ての遊具がなくなっ

たことから、笹川児童遊園が児童遊園としての機能を有しなくなったため、東庄町

児童遊園設置及び管理に関する条例の一部を改正するものでございます。 

 恐れ入りますが、参考資料の２ページをお開きいただきたいと存じます。 

 新旧対照表によりご説明申し上げます。 

 改正の内容については、第２条表中の笹川児童遊園の項を削るものでございます。 

 恐れ入りますが、議案書の７ページをお願いいたします。 

 附則でございますが、児童遊園を廃止する場合は、児童福祉法において千葉県知

事に廃止する１ヶ月前までに届け出なければならないとされていることから、この

条例の施行期日を令和５年１１月１日とするものでございます。 

 以上で、東庄町児童遊園設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を制定

することについての説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどをお願

いいたします。 

議長（宮澤 健君） 

 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 ９番、花香孝彦君。 

９番（花香孝彦君） 

 議案第３０号、東庄町児童遊園設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

を制定することについて伺います。 
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 児童遊園とは、町の児童遊園設置管理条例第３条や児童福祉法、児童の権利から

考えますと、他の一般の公園とは異なり、児童を対象として提供する公園となりま

す。 

 今回、児童遊園の条件の一つである遊具が経年劣化で撤去されたことにより、笹

川児童遊園が廃止されるのであれば、宮本、平山、小貝野の児童遊園も同様に今後、

廃止していくのか伺わせていただきます。 

議長（宮澤 健君） 

 健康福祉課長、布施光規君。 

健康福祉課長（布施光規君） 

 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 児童遊園については、定期的に施設点検を実施し、安全確認を行っておりますが、

老朽化しているものもございますので、維持管理を行う中で、地域の実情を考えな

がら判断したいと考えております。 

 以上です。 

議長（宮澤 健君） 

 よろしいですか。他にありますか。  

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（宮澤 健君） 

 これで質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 討論を省略して直ちに採決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（宮澤 健君） 

 ご異議なしと認めます。 

 これから採決を行います。 

 議案第３０号、東庄町児童遊園設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

を制定することについてを採決します。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（宮澤 健君） 
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 ご異議なしと認めます。 

 従って、議案第３０号は原案のとおり可決されました。 

 日程第６、議案第３１号、東庄町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例を制定することについてを議題とします。 

 職員に議案の朗読をさせます。 

（事 務 局 朗 読） 

議長（宮澤 健君） 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 町長、岩田利雄君。 

町長（岩田利雄君） 

 それでは、議案第３１号、東庄町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例を制定することについて提案理由を申し

上げます。 

 今回の改正は、令和５年４月に児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一

部を改正する省令及び国の放課後児童健全事業実施要綱が改正されたことに伴い、

所要の改正を行うものでございます。 

 なお、詳細につきましては、担当課長より説明をいたさせます。ご審議の上、可

決くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

議長（宮澤 健君） 

 健康福祉課長、布施光規君。 

健康福祉課長（布施光規君） 

 それでは、議案第３１号、東庄町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例を制定することについて内容の説明を申

し上げます。 

 今回の改正は、町長の提案理由にございましたように、児童福祉施設の設備及び

運営に関する基準等の一部を改正する省令及び国の放課後児童健全育成事業実施要

綱が改正され、令和５年４月１日から適用されたことから、所要の改正を行うもの

でございます。 

 恐れ入りますが、参考資料の３ページ、新旧対照表をご覧いただきたいと存じま

す。 
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 改正案の第６条の２は、安全計画の策定等の義務化に係る規定を新たに整備する

ものでございます。 

 第１２条の２は、業務継続計画の策定等の努力義務に係る規定を新たに整備する

ものでございます。 

 ４ページをご覧いただきたいと存じます。 

 第１３条第２項の改正は、感染症及び食中毒の予防及びまん延防止に必要な措置

を明確化するなどの規定を整備するものでございます。 

 附則第２条は、放課後児童支援員とみなすことが出来る研修修了予定者をその者

の研修計画を定めた上で、放課後児童支援員としての業務に従事することとなった

日から２年以内に当該研修を修了することを予定している者に変更するものでござ

います。 

 恐れ入りますが、議案書の１０ページをお願いいたします。 

 附則第１項で、この条例の施行期日を公布の日からとし、規定の適用を令和５年

４月１日からとするものでございます。 

 また、附則第２項では、経過措置として第６条の２の規定の適用については、安

全計画の策定等に期間を要することから、令和６年３月３１日までは努力義務とす

るものでございます。 

 以上で、東庄町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例を制定することについての説明を終わらせていただきます。

よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

議長（宮澤 健君） 

 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（宮澤 健君） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 討論を省略して直ちに採決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（宮澤 健君） 

 ご異議なしと認めます。 
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 これから採決を行います。 

 議案第３１号、東庄町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例を制定することについてを採決します。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（宮澤 健君） 

 ご異議なしと認めます。 

 従って、議案第３１号は原案のとおり可決されました。 

 日程第７、議案第３２号、東庄町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例を制定することについてを議題とします。 

 職員に議案の朗読をさせます。 

（事 務 局 朗 読） 

議長（宮澤 健君） 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 町長、岩田利雄君。 

町長（岩田利雄君） 

 それでは、議案第３２号、東庄町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例を制定することについて提案理由を申し上げま

す。 

 今回の改正は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省

令及びこども家庭庁設置法等の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省

令が施行されたことに伴い所要の改正を行うものでございます。 

 なお、詳細につきましては、担当課長より説明をいたさせます。ご審議の上、可

決くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

議長（宮澤 健君） 

 健康福祉課長、布施光規君。 

健康福祉課長（布施光規君） 

 それでは、議案第３２号、東庄町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例を制定することについての内容の説明を申し上

げます。 
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 今回の改正は、町長の提案理由にもございましたように、児童福祉施設の設備及

び運営に関する基準等の一部を改正する省令及びこども家庭庁設置法等の施行に伴

う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令が施行されたことに伴い、関係省令で

あります家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準が改正されたことから、所

要の改正を行うものでございます。 

 恐れ入りますが参考資料５ページの新旧対照表をご覧いただきたいと存じます。 

 改正案の中段にあります第７条の２は、安全計画の策定等の義務化に係る改正で

ございます。 

 ６ページをご覧いただきたいと存じます。 

 第１０条の改正は、保育所等における保育と児童発達支援における支援の一体的

な実施、いわゆるインクルーシブ教育を可能とするための設備・人員基準の緩和に

係る改正でございます。 

 第１４条第２項の改正は、感染症及び食中毒の予防及びまん延防止に必要な措置

の明確化に係る改正でございます。 

 第２５条の改正は、こども家庭庁設置法等の施行に伴う厚生労働省関係省令の整

備に関する省令による児童福祉施設の整備及び運営に関する基準の改正で、同令第

３５条中の「厚生労働大臣が定める指針」が「内閣総理大臣が定める指針」に改め

られたことによる改正でございます。 

 第４９条の改正は、家庭的保育事業者等の業務負担軽減を図る観点から、諸記録

の作成、保存等について電磁的記録による対応を認めることとするための改正でご

ざいます。 

 恐れ入りますが、前の５ページをご覧いただきたいと存じます。 

 中段にございます第６章、雑則、第４９条は、第４９条の改正による追加でござ

います。 

 恐れ入りますが、議案書の１３ページをご覧いただきたいと存じます。 

 附則でこの条例の施行期日を公布の日からとし、規定の適用を令和５年４月１日

からとするものでございます。 

 以上で、東庄町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例を制定することについての説明を終わらせていただきます。よろ

しくご審議のほどをお願い申し上げます。 
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議長（宮澤 健君） 

 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 １３番、山崎ひろみ君。 

１３番（山崎ひろみ君） 

 家庭的保育事業は東庄町にはまだないという認識でよろしいのかということと、

これからそういう事業を始めようとされている方がいるのかどうかお聞きしたいと

思います。 

議長（宮澤 健君） 

 健康福祉課長、布施光規君。 

健康福祉課長（布施光規君） 

 現在、家庭的保育事業を行っている事業所というか、個人も含めてですけれども、

そういうところはございません。また、そういう相談があるというところも現在は

ございません。 

 以上です。 

議長（宮澤 健君） 

 よろしいでしょうか。他にありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（宮澤 健君） 

 これで質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 討論を省略して直ちに採決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（宮澤 健君） 

 ご異議なしと認めます。 

 これから採決を行います。 

 議案第３２号、東庄町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例を制定することについてを採決します。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（宮澤 健君） 
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 ご異議なしと認めます。 

 従って、議案第３２号は原案のとおり可決されました。 

 日程第８、議案第３３号、東庄町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を制定することについてを議

題とします。 

 職員に議案の朗読をさせます。 

（事 務 局 朗 読） 

議長（宮澤 健君） 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 町長、岩田利雄君。 

町長（岩田利雄君） 

 それでは、議案第３３号、東庄町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を制定することについて提案

理由を申し上げます。 

 今回の改正は、こども家庭庁設置法の施行に伴う関連法律の整備に関する法律等

の施行に伴い、国の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・

子育て支援施設等の運営に関する基準が改正されたことから、所要の改正をするも

のでございます。 

 なお、詳細につきましては、担当課長より説明をいたさせます。ご審議の上、可

決くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

議長（宮澤 健君） 

 健康福祉課長、布施光規君。 

健康福祉課長（布施光規君） 

 それでは、議案第３３号、東庄町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を制定することについて内容

の説明を申し上げます。 

 今回の改正は、町長の提案理由にもございましたように、令和５年４月１日にこ

ども家庭庁が設置されたことに伴い、こども家庭庁設置法及びこども家庭庁設置法

の施行に伴う関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う内閣府本府関係内閣府令

の整備に関する内閣府令が施行され、それに伴って従うべき基準である国の特定教
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育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営

に関する基準が改正されたため、所要の改正を行うものとなります。 

 恐れ入りますが、参考資料の８ページをご覧いただきたいと存じます。新旧対照

表により、ご説明させていただきます。 

 今回の改正は、各条で引用しております子ども・子育て支援法第１９条が、こど

も家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の改正により第２項が削

られ、１項建ての条とされたことに伴う文言の改正を主に行っておりますので、そ

れ以外の改正についてご説明いたします。 

 １１ページをご覧いただきたいと存じます。 

 第１５条第１項第３号は、こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関

する法律による学校教育法の改正で、同法第２５条に第２項及び第３項が新設され

ました。本号で引用すべき規定は同条第１項に限られますので、項まで特定する形

に改正するものでございます。 

 同項第４号は、こども家庭庁設置法等の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に

関する省令による児童福祉施設の整備及び運営に関する基準の改正で、同令第３５

条中の「厚生労働大臣が定める指針」が「内閣総理大臣が定める指針」に改められ

たことによる改正でございます。 

 １５ページをご覧いただきたいと存じます。 

 第４２条第４項は、読替え規定の整備及び文言の整理でございます。 

 １６ページをご覧いただきたいと存じます。 

 第４４条は、こども家庭庁設置法の施行に伴い厚生労働大臣を内閣総理大臣に改

める文言の整理でございます。 

 恐れ入りますが、議案書１６ページをご覧いただきたいと存じます。 

 附則で、この条例の施行期日を公布の日からとするものでございます。 

 以上で、東庄町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例を制定することについての説明を終わらせてい

ただきます。よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。 

議長（宮澤 健君） 

 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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議長（宮澤 健君） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 討論を省略して直ちに採決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（宮澤 健君） 

 ご異議なしと認めます。 

 これから採決を行います。 

 議案第３３号、東庄町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例を制定することについてを採決します。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（宮澤 健君） 

 ご異議なしと認めます。 

 従って、議案第３３号は原案のとおり可決されました。 

 ここで暫時休憩とします。再開は午前１１時からとします。 

（午前１０時４５分 休憩） 

（午前１１時００分 再開） 

議長（宮澤 健君） 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 日程第９、議案第３４号、令和５年度東庄町一般会計補正予算（第３号）から日

程第１２、議案第３７号、令和５年度東庄町介護保険特別会計補正予算（第１号）

まで、以上４案を一括議題とします。 

 職員に議案の朗読をさせます。 

（事 務 局 朗 読） 

議長（宮澤 健君） 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 町長、岩田利雄君。 

町長（岩田利雄君） 

 それでは、ただいま一括議題となりました、議案第３４号から第３７号まで、一
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般会計及び特別会計３件の補正予算につきまして提案理由を申し上げます。 

 初めに、議案第３４号、令和５年度東庄町一般会計補正予算（第３号）の提案理

由を申し上げます。 

 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ４億４２９万８，０００円を追

加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ７２億３，０５４万円とするもの

です。 

 次に、主な補正内容でございますが、まず総務関係では第３期総合戦略策定業務

委託料、また物価高騰対策として各区への防犯灯電気料金支援金事業について新規

で計上いたしました。 

 次に、民生関係では、同じく物価高騰対策として電力・ガス・食料品等価格高騰

重点支援給付金事業を増額補正しております。 

 次に、衛生関係では、新型コロナワクチン個別接種促進事業協力金について新規

で計上いたしました。 

 次に、農林水産業関係では、こちらも物価高騰対策として畜産事業者に対する支

援金や農業用水利組合等への補助金を新規計上し、新規需要米及び飼料用米拡大支

援事業に対する補助金を増額補正しております。 

 次に、商工関係では、とうのしょうアドベンチャーツーリズム事業への補助金等

を新規で計上しております。 

 次に、教育関係では、学校給食費の増額に伴い給食費助成金を増額補正しており

ます。 

 次に、基金関係では、財政調整基金への積立を新規で計上しております。 

 その他として、４月の人事異動に伴う人件費等についても補正をしております。 

 歳入につきましては、歳出に伴う国・県補助金、繰入金などを補正し、歳入が歳

出に不足する分については、繰越金を補正しております。 

 続いて、議案第３５号、令和５年度東庄町国民健康保険特別会計補正予算（第１

号）について提案理由を申し上げます。 

 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億１，３９８万５，０００円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１８億６，４２１万８，０００円

とするものでございます。 

 この補正につきましては、国民健康保険における財政調整基金の積立額の増額及
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び職員の人事異動に伴う人件費等の減額を盛り込むものでございます。 

 続いて、議案第３６号、令和５年度東庄町訪問看護ステーション特別会計補正予

算（第１号）について提案理由を申し上げます。 

 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２７５万４，０００円を追加しま

して、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２，９１２万７，０００円とするも

のでございます。 

 内容については、歳出において、職員の異動による人件費の増額補正をするもの

でございます。 

 続いて、議案第３７号、令和５年度東庄町介護保険特別会計補正予算（第１号）

について提案理由を申し上げます。 

 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５，５７７万７，０００円を追加

いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１６億４１３万７，０００

円とするものでございます。 

 主な補正の内容でございますが、歳出で、５款・諸支出金におきまして、過年度

分の介護給付費等の精算による国庫支出金等の返還及び一般会計への繰出金を増額

補正するものでございます。 

 財源といたしましては、前年度繰越金をもって充てるものでございます。 

 以上、議案第３４号から議案第３７号までの提案理由を申し上げました。 

 詳細につきましては、担当課長より説明をいたさせますので、ご審議の上、可決

くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

議長（宮澤 健君） 

 企画財政担当課長、加瀬博子君。 

企画財政担当課長（加瀬博子君） 

 それでは、令和５年度東庄町一般会計補正予算（第３号）の内容について説明さ

せていただきます。 

 初めに、歳出予算から申し上げますので、議案書の２６ページをお願いいたしま

す。 

 町長の提案理由にもありましたとおり、４月の職員人事異動などに伴う人件費の

補正を関係科目で行っております。これは、１款の議会費を初めとする各款におい

て、１節の報酬、２節の給料、３節の職員手当等、４節の共済費、１８節の総合事
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務組合負担金に計上しております。１節・報酬及び２節・給料の合計でマイナス９

９０万５，０００円、３節・職員手当等でマイナス４１２万１，０００円、４節・

共済費でプラス２３０万３，０００円、１８節・負担金等でプラス３５万１，００

０円、総額で１，１３７万２，０００円の減となっております。 

 減額の主な要因は職員の新陳代謝によるものとなっております。 

 なお、以降は人件費以外の補正内容について説明させていただきますので、ご了

承願います。 

 それでは、２款・総務費、１項・総務管理費、１目・一般管理費の１２節・健康

診断委託料３１万３，０００円。職員人事異動などに伴い増額補正するものです。 

 同項４目 財産管理費の１０節・修繕料９２万７，０００円。役場庁舎１階窓ガ

ラスの修繕料です。こちらは建物災害共済金で全額補填される見込みです。 

同目１１節・インターネット接続料１６万５，０００円。オンライン会議対応のた

めインターネット回線を増強するものです。 

 同節・自動車保険料６万円。今年購入した電気自動車の自動車共済保険料が不足

するため補正するものです。 

 同節・ＶＰＮ接続料６６万２，０００円。リモートワーク用の接続回線を増強す

るものです。 

 １３節・アプリケーションソフト使用料７万５，０００円。イラスト用パソコン

ソフトの使用条件が変更されたため、年間使用料が必要となるものです。 

 １４節・町有地法面維持管理工事費５９万３，０００円。竜神台町有地法面の土

砂流出を防ぐための工事費用です。 

 ２７ページをお願いいたします。 

 １８節・職員研修費８，０００円。人事異動により防火管理者研修が必要となる

ものです。 

５目・企画費、１２節・総合戦略策定業務委託料８６万円。令和７年度から５ヶ年

を計画期間とする第３期総合戦略策定に係る委託料です。令和５年６月に県から千

葉県地方創生総合戦略の改訂に向けた基本的な方針が示されたことから町総合戦略

についても計画を策定するものです。 

６目・防犯対策費、１８節・防犯灯電気料金支援金１７０万円。電気料金高騰対策

として各区に対する支援金事業となります。各区管理の防犯灯１灯につき１ヶ月あ
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たりＬＥＤ防犯灯は１５０円、その他防犯灯は３００円を補助するもので、６ヶ月

分の電気代の補助を見込んでおります。こちらの財源は、全額国からの新型コロナ

ウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用いたします。 

 ２８ページに移りまして、３款・民生費、１項１目・社会福祉総務費、１２節・

基幹系セキュリティー対策業務委託料６万６，０００円。パソコンの入替えに伴う

ＩＣカードの再設定委託料です。 

 ２２節の３件、障害者自立支援給付費国庫負担金返還金５８万円、障害者医療費

国庫負担金返還金８万２，０００円、千葉県低所得者保険料軽減負担金返還金１万

９，０００円は、昨年度の精算で返還するものとなります。 

 ２７節・国民健康保険特別会計繰出金マイナス１２６万８，０００円。職員異動

に伴う減額分及びシステム改修分などとなります。 

 同節の訪問看護ステーション特別会計繰出金２７５万４，０００円及び同節の介

護保険特別会計繰出金マイナス３３５万６，０００円は、職員異動に伴う補正とな

ります。介護保険特別会計繰出金、過年度分３１万６，０００円は前年度の精算分

となります。 

 ４目・地域包括支援センター費、１０節・消耗品費２万６，０００円。介護予防

事業用消耗品について後期高齢者医療広域連合事業受託料を活用し購入するもので

す。 

 ２９ページをお願いいたします。 

 ５目・デイサービスセンター費、１８節・社会福祉施設物価高騰対策支援事業給

付金３０万円。町が委託しているデイサービスセンターに給付金を支援する事業と

なります。こちらの財源は、全額雑入による県の給付金を見込んでおります。 

 ８目・電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金の合計３２５万円。１８節

に計上しております電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金に係る経費とな

ります。住民税非課税世帯などを対象に１世帯あたり３万円を給付する事業となり

ますが、国の対象要件が拡大されたことにより、１００世帯分増額補正するもので

す。こちらの事業の財源も全額、新型コロナ臨時交付金を活用するものです。 

 ２項・児童福祉費、４目・児童福祉施設費の１４節・施設維持補修工事６２万７，

０００円。町児童館の遊具上に張り出した樹木の伐採工事費用となります。 

 続きまして、４款・衛生費、１項・保健衛生費、３０ページに移りまして、２目・
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予防費の１２節・自治体情報システム標準化・共通化支援業務委託料１２５万４，

０００円。健康管理システムの標準化・共通化に係る費用となります。こちらの財

源は、全額国庫補助金となります。 

 同節・基幹系セキュリティ対策業務委託料２４万２，０００円。パソコンの入替

えに伴うＩＣカードの再設定委託料となります。 

 １８節・新型コロナワクチン個別接種促進事業協力金１５５万円。一定数以上の

接種を行う診療所に対する交付金事業となります。こちらの財源も全額国庫補助金

となります。 

 ５款・農林水産業費、１項３目・農業振興費、１１節・通信運搬費２３万９，０

００円と、１２節・地域計画目標地図作成業務委託料１３８万６，０００円は、農

地集約化に係る費用となります。こちらは、費用の一部に県補助金を充当し、実施

する事業となります。 

 ４目・畜産業費、１８節・物価高騰対策畜産事業者支援金１，３２０万円。飼料

価格高騰により経営に影響を受ける乳牛、肉牛農家の負担軽減のための支援金事業

です。乳牛１頭当たり１万円、肉用牛１頭当たり２，０００円を支援します。こち

らの財源は、全額新型コロナ臨時交付金を活用するものです。 

 ５目・農地費、３１ページをお願いいたします、１８節・農業用水利組合等物価

高騰対策補助金３５０万円。土地改良区が所管する農業用施設、揚水機における電

気料金の高騰に対する支援金事業です。こちらにつきましても財源は新型コロナ臨

時交付金を活用いたします。 

 ６目・水田農業構造改革対策推進費、１８節・新規需要米等補助金３００万円。

補助単価といたしまして１０アール当たり１万円を補助する事業となりますが、今

年度の補助金対象となる取組見込みの面積が当初予算の見込みを上回ったことから、

差額について増額補正するものとなります。 

 ３項・水産業費、１目１８節・栽培漁業振興総合対策事業補助金１２万６，００

０円。放流種苗ウナギの追加による事業費の増額によるものです。こちらは、費用

の一部に県補助金を充当しております。 

 次に、６款・商工費、１項３目・観光費の合計８２１万７，０００円。町観光協

会が実施するサイクリングなどのとうのしょうアドベンチャーツーリズム事業に係

る費用になります。総事業費のうち観光庁補助金部分５７３万５，０００円を一時
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的に町が貸付金として貸付し、残りの事業主体負担分２４８万２，０００円を町が

補助する事業となっております。 

 ３２ページに移りまして、９款・教育費、１項・教育総務費、３目・教育振興費、

８節・外国青年英語指導助手旅費１４万５，０００円。ＡＬＴの渡航費用の高騰に

より増額補正するものです。 

 １７節・外国青年英語指導助手用備品１１万８，０００円。ＡＬＴのアパートの

エアコンは購入から１１年経過しており、老朽化が進んでいるため、ＡＬＴの交代

に伴いエアコンを購入するものです。 

 ２項・小学校費、１目・学校管理費、１４節・工事請負費１０４万５，０００円。

小学校合併浄化槽について法定点検で指摘事項があった箇所についての修繕工事費

用です。 

 ２目・教育振興費、１８節・給食費助成金８６万３，０００円。こちらは、給食

センター管理運営規則が令和５年４月に改正されたことにより給食費が月額５００

円増額されたことから、給食費助成金についても増額補正するものです。 

 ３項・中学校費、１項・学校管理費、３３ページをお願いいたします、２目・教

育振興費、１８節・給食費助成金５０万６，０００円。小学校費と同様に給食費助

成金について増額補正するものです。 

 ４項・幼稚園費、１目・幼稚園費、１７節・幼稚園管理用備品３９万６，０００

円。オンライン会議用パソコン一式や園児動画撮影用ビデオカメラなどの購入費用

でＩＣＴ化事業の県補助金を活用し、実施するものです。 

 １８節・給食費助成金１６万５，０００円。中学校費と同様に給食費助成金につ

いて増額補正するものです。 

 ５項・社会教育費、２目・公民館費、１２節・予約システム更新委託料３万５，

０００円。令和５年１０月から開始するインボイス対応により公民館利用時などの

納入通知書の様式変更に伴うシステム更新費用です。 

 ６項・保健体育費、１目・保健体育総務費、１０節・修繕料６万４，０００円。

軽トラック故障対応により一部金額を執行したため車検費用が不足したことによる

ものです。 

 ３目・学校給食費、３４ページをお願いいたします、８節・費用弁償マイナス２

万６，０００円と、一つ飛びまして、１２節・健康診断委託料マイナス１万５，０
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００円は、給食センターの会計年度任用職員１名が任用期間満了となったことに伴

う減額です。 

 一つ戻りまして、１０節・修繕料９０万１，０００円は、給食センター内の防火

シャッターの修繕を初め下半期の設備故障に対応するための増額補正です。 

 次に、１２款１項・諸支出金、１目・基金費、２４節・積立金３億７，０００万

円。財政調整基金積立金を積立てるもので、令和４年度決算の実質収支が７億２，

８４０万円でしたので、地方財政法第７条により決算剰余金の２分の１以上を積立

とすることから、今回、３億７，０００万円について積立するものとなります。 

 次に、歳入について申し上げます。お手数ですが、議案書の２４ページをお願い

いたします。 

 １５款・国庫支出金、１項１目・民生費国庫負担金、５節・介護保険国庫負担金

７万８，０００円。低所得者保険料軽減国庫負担金の前年度の精算分となります。 

 ２項１目・総務費国庫補助金、３節・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨

時交付金２，１６５万円。歳出補正の総務費で申し上げました防犯灯電気料金支援

金、民生費で申し上げました電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金事業、

農林水産業費で申し上げました物価高騰対策畜産事業者支援金及び農業用水利組合

等物価高騰対策補助金に充当するものです。 

 ４節・デジタル基盤改革支援補助金２３７万６，０００円。歳出補正の衛生費で

申し上げました自治体情報システム標準化・共通化支援業務委託料補助金となり、

補助金が今回の歳出予算の補正額を上回る額につきましては、一般財源を減額して

財源振替を行っております。 

 ３目・衛生費国庫補助金、２節・予防費補助金１５５万円。歳出補正の衛生費で

申し上げました新型コロナワクチン個別接種促進事業協力金事業に対する補助金と

なります。 

 １６款・県支出金、２項４目・農林水産業費県補助金、２節・農業振興費補助金

７０万５，０００円。歳出補正の農林水産業費で申し上げました地域計画目標地図

作成業務委託料に対する補助金となります。 

 ６節・水産業費補助金８，０００円。歳出補正の農林水産業費で申し上げました

栽培漁業振興総合対策事業補助金に対する補助金となります。 

 ６目・教育費県補助金、１節・学校教育費補助金２９万７，０００円。歳出補正
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の教育費で申し上げました幼稚園管理用備品のＩＣＴ化事業に係る補助金です。 

 １９款・繰入金、１項３目１節・介護保険特別会計繰入金１，７６３万８，００

０円。介護保険特別会計繰出金の前年度精算分となります。 

 一つ飛ばしまして、２１款・諸収入、３項・受託事業収入、２５ページをお願い

いたします。３目１節・後期高齢者医療広域連合事業受託料２万６，０００円。歳

出補正の民生費で申し上げました、介護予防事業用消耗品購入に係る受託料です。 

 ４項３目１節・観光費貸付収入５７３万５，０００円。歳出補正の商工費で申し

上げました、とうのしょうアドベンチャーツーリズム事業貸付金に対する返済金と

なります。貸付金の返済は、町観光協会へ補助金が交付され次第、返済することと

なります。 

 ５項３目５節・雑入１２２万７，０００円のうち、社会福祉施設物価高騰対策支

援事業給付金３０万円は、歳出補正の民生費で申し上げました同名の事業に対する

県からの給付金となります。 

 同節・建物災害共済金９２万７，０００円。歳出補正の総務費で申し上げました

庁舎１階の窓ガラス修繕に対する建物災害共済金となります。 

 ２４ページにお戻りください。 

 最後に歳入が歳出に不足する３億５，３００万８，０００円につきまして、２０

款・繰越金の前年度繰越金を増額するものです。 

 続いて、第２条の債務負担行為でございます。２１ページの第２表をお願いいた

します。歳出補正の総務費でも申し上げました総合戦略策定業務委託についての債

務負担行為の設定で、令和６年度の限度額は４１２万円となります。 

 令和７年度から５ヶ年を計画期間とする第３期総合戦略の策定に当たり、計画策

定の支援業務を委託するものでありますが、業務委託期間が令和５年度から令和６

年度までの２ヶ年にわたることから、債務負担行為を設定するものです。歳出補正

と同様に、国が令和４年１２月に制定したデジタル田園都市国家構想、総合戦略に

おいて、地方版総合戦略を改訂することを求められており、令和５年６月から、県

から千葉県地方創生総合戦略の改訂に向けた基本的な方針が示されたことから町総

合戦略においても計画を策定するものです。 

 続いて、３９ページをお願いします。 

 こちらは、債務負担行為で当該年度以降の支出予定額等に関する調書になります。
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先程の債務負担行為の設定により、真ん中一番下にあります当該年度以降の支出予

定額の合計は５億１，０１３万２，０００円となっております。 

 以上で一般会計の補正予算（第３号）の説明を終わらせていただきます。よろし

くお願いいたします。 

議長（宮澤 健君） 

 町民課長、香取康成君。 

町民課長（香取康成君） 

 それでは、議案第３５号、令和５年度東庄町国民健康保険特別会計補正予算（第

１号）につきまして、内容の説明を申し上げます。 

 恐れ入りますが、議案書の４４ページをお願いいたします。 

 初めに歳出でございます。 

 １款１項１目・一般管理費のうち、２節、３節、４節、１８節は職員３名分の人

件費であり、４月の人事異動を反映したことによる増減額を補正するものでござい

ます。 

 １０節の需用費、印刷製本費６万円は、マイナンバーカードの健康保険証利用に

ついて国民に広く周知するため、厚生労働省作成のリーフレットを全ての国保被保

険者に配布するよう要請があり、国庫補助事業の経費といたしまして印刷費として

計上するものでございます。 

 １２節の高額療養費支給システム改修委託料２万７，０００円は、同システムの

セキュリティー対策のための改修費用でございます。 

 ５款１項１目・保健衛生普及費、１２節の講習業務委託料９万７，０００円は、

町が保有するエアロバイクを活用して、町民が自ら継続して運動を行うための講習

委託料で、国民健康保険の被保険者を対象とした経費を計上しております。 

 ５款３項１目・保健指導事業費のうち、２節、３節、４節、１８節は保健センタ

ー勤務職員４名の人件費であり、１款の人件費と同様に増減額の補正をするもので

ございます。 

 １２節の講習業務委託料９万７，０００円は、先程ご説明しましたエアロバイク

を活用した講習委託料のうち、社会保険など、国民健康保険以外の被保険者を対象

とした経費を計上しております。 

 これにより、加入する健康保険の種類を問わず、全ての町民の皆様を参加対象と
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するものでございます。 

 ６款１項１目・基金積立金、２４節の財政調整積立金１億１，５００万円、こち

らは地方財政法第７条の規定に基づき、令和４年度からの繰越額２億２，８５８万

円の２分の１の額を国民健康保険財政調整基金の積立金として計上するものでござ

います。 

 現在の財政調整基金の残高、２億４，０２６万２，２１１円ございまして、今回

のこの積立金を加えることにより、現在高としては３億５，５２６万２，２１１円

となる見込みとなっております。 

 続いて、歳入です。議案書の４３ページをお願いいたします。 

 ４款１項３目１節・番号制度システム整備費等補助金５万９，０００円は、歳出

１款のマイナンバーカード健康保険証利用に関するリーフレット配付に係る国庫補

助金でございます。 

 ７款１項１目３節・職員給与費等繰入金マイナス１２６万８，０００円は、歳出

における人件費等の増減額と連動して、一般会計からの繰入金を減額するものでご

ざいます。 

 ８款１項１目１節・前年度繰越金１億１，５１９万４，０００円、こちらは財政

調整基金積立金１億１，５００万円の計上及び運動講習事業に係る委託料１９万４，

０００円の増額に伴い、その不足額を補うものでございます。 

 以上で説明を終わります。よろしくご審議をお願いいたします。 

議長（宮澤 健君） 

 健康福祉課長、布施光規君。 

健康福祉課長（布施光規君） 

 それでは、議案第３６号、令和５年度東庄町訪問看護ステーション特別会計補正

予算（第１号）について内容をご説明申し上げます。 

 議案書の５２ページをお願いいたします。 

 歳出よりご説明申し上げます。 

 １款・事業費２７５万４，０００円の増額補正は、１項１目・一般管理費の２節・

給料、３節・職員手当等、４節・共済費、１８節・負担金及び交付金で、職員１名

の育児休業取得に伴い、事業を継続するための新規職員採用による人件費の不足分

を増額補正するものとなります。 
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 以上の結果、歳出補正額は２７５万４，０００円の増額、歳出合計で２，９１２

万７，０００円となります。 

 続きまして、歳入についてご説明申し上げます。 

 ５１ページをお願いいたします。 

 ２款・繰入金２７５万４，０００円の増額については、歳出補正で計上した人件

費について一般会計繰入金を増額するものでございます。 

 以上の結果、歳入補正額は２７５万４，０００円の増額、歳入合計で２，９１２

万７，０００円となります。 

 以上で、令和５年度東庄町訪問看護ステーション特別会計補正予算（第１号）の

説明を終わります。 

 続いて、議案第３７号、令和５年度東庄町介護保険特別会計補正予算（第１号）

について内容の説明を申し上げます。 

 議案書の５９ページをお願いいたします。 

 歳出よりご説明申し上げます。 

 １款・総務費３３５万６，０００円の減額補正は、１項１目・一般管理費で、職

員の異動分等について３３６万６，０００円の減額と３項・１目・介護認定審査会

費で、委員報酬１名分２６万円を町内個人医院医師に報酬で委嘱する予定でしたが、

東庄病院髙石医院長へ委嘱するため委託料からの支出となり、２６万円を報酬から

委託料に振り替えるものと、３項２目・認定調査等費で、会計年度任用職員の雇用

保険料率改正により１万円の増額補正をするものでございます。 

 ３款・地域支援事業費は、３項１目・包括的支援事業費で、職員の異動等により

給料、手当、共済費等の人件費について補正するもので差引増減はございません。 

 ６０ページをお願いいたします。 

 ５款・諸支出金５，９１３万３，０００円の増額補正は、１項２目・償還金で、

令和４年度分の介護給付費及び地域支援事業費等の確定・精算による国・県・社会

保険診療報酬支払基金への返還金として４，１４９万５，０００円、２項１目・一

般会計繰出金で、令和４年度分の介護給付費及び地域支援事業費等の確定、精算に

よる一般会計への返還金として１，７６３万８，０００円を増額補正するものでご

ざいます。 

 以上の結果、歳出補正額は５，５７７万７，０００円の増額、歳出合計で１６億
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４１３万７，０００円となります。 

 続きまして、歳入についてご説明申し上げます。 

 ５８ページをお願いいたします。 

 ７款・繰入金３０４万円の減額補正のうち、１項３目・その他一般会計繰入金３

３５万６，０００円の減額は、歳出補正で計上した人件費等について一般会計繰入

金を減額するものとなります。 

 １項４目・低所得者保険料軽減繰入金３１万６，０００円は、令和４年度分の実

績報告に伴い、保険料軽減対象者が交付申請時より増加したため、一般会計が負担

する軽減保険料分を増額するために増額補正するものでございます。 

 ８款・繰越金５，８８１万７，０００円の増額補正は、令和４年度分の介護給付

費等の実績・精算による返還金等で不足する財源について、前年度繰越金をもって

充てるものでございます。 

 以上の結果、歳入補正額は５，５７７万７，０００円の増額、歳入合計で１６億

４１３万７，０００円となります。 

 以上で、令和５年度東庄町介護保険特別会計補正予算（第１号）の説明を終わら

せていただきます。 

 よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。 

議長（宮澤 健君） 

 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 １０番、大網正敏君。 

１０番（大網正敏君） 

 では、３１ページをお願いいたします。 

 商工費の中の観光費、とうのしょうアドベンチャーツーリズム事業がございます

が、これの事業内容等、詳しく教えてください。 

議長（宮澤 健君） 

 まちづくり課長、鈴木秀樹君。 

まちづくり課長（鈴木秀樹君） 

 それでは、ご質問がありましたとうのしょうアドベンチャーツーリズムの事業内

容についてご説明をいたします。 

 とうのしょうアドベンチャーツーリズムは、官公庁の観光補助事業であります中
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のインバウンドの地方誘客や消費拡大に向けた観光コンテンツ造成支援事業という

補助事業に応募いたしまして、採択をされました。 

 イベントの内容につきましては、体験観光を好む本地外国人をターゲットとして、

近隣大学の留学生を招いて、これまで官公庁事業に磨き上げてきましたサイクリン

グ、トレイルラン、リバーカヤックに加え、相撲の土俵入り、弓道体験が出来る外

国人向けのモニターツアーを実施する計画です。 

 また、東庄町の特産品であるＳＰＦ豚を活用した外国人をターゲットとしたオリ

ジナル弁当の企画開発を計画しております。 

 事業の効果としては、体験観光を好む訪日外国人に東庄町の豊かな自然や文化を

訪日外国人に触れ合ってもらうことにより、国内、国外とも人気があり、今後大き

な市場となる体験型観光の開発を行うことを期待しております。 

 事業の主催としましては、東庄町観光協会が主催で、千葉銀行地方創生部、東武

トップツアーズ株式会社などの協力を得て、実施する予定です。 

 実施月につきましては、１０月２７日、土曜日を予定しております。 

 定員につきましては、３０名くらいのモニターのツアーを予定しております。 

 事業費用としましては、運営費や町の外国人向けの町の紹介動画の作成及び配信

費、町の特産品を活用した企画開発費などで、総事業費は税込みで８２１万７，０

００円です。うち５７３万５，０００円が官公庁から補助金として交付される予定

です。 

 なお、不足分の２４８万２，０００円につきましては、町の方から補助をいただ

きたいと思っています。 

 なお、貸付金として、官公庁の補助事業の交付が実績報告後のため、実施するに

当たり運転資金が不足するため、一時的に町から貸付を受けたいと思っております。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

議長（宮澤 健君） 

 よろしいですか。他にありますか。 

 １３番、山崎ひろみ君。 

１３番（山崎ひろみ君） 

 一般会計の方で２９ページの電力・ガス・食料品云々のところで、先程ちょっと

聞き違えていなければ、３万円、１００世帯増えたということで、これは国の許容
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範囲が変更になったため増えたというけれども、具体的にはどういう方が対象にな

ったのか。 

 もう１点は、４４ページと４５ページにありますエアロバイクの講習業務委託料

と、このエアロバイクの件なのですけれども、これはどなたか人的に配置したとい

うことでよろしいのですか。 

議長（宮澤 健君） 

 健康福祉課長、布施光規君。 

健康福祉課長（布施光規君） 

 それでは初めに、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金の増額補正につ

いてお答えいたします。 

 こちらについては、世帯全員が非課税であれば対象となったということで、昨年

度は世帯全員が非課税であっても、課税世帯に扶養されている場合は対象外だった

ということで、今回については世帯全員が非課税であれば対象となったということ

になりますので、扶養されているされていないは関係なく、全部が対象となったと

いうものになります。 

 以上です。 

議長（宮澤 健君） 

 町民課長、香取康成君。 

町民課長（香取康成君） 

 先程のエアロバイクの部分ですけれども、こちらは事業者の方に委託をするとい

う形になります。その委託料になります。 

議長（宮澤 健君） 

 １３番、山崎ひろみ君。 

１３番（山崎ひろみ君） 

 エアロバイクの件なのですけれども、業者に委託というのはどういう形でどこに

委託になるのでしょうか。 

議長（宮澤 健君） 

 町民課長、香取康成君。 

町民課長（香取康成君） 

 エアロバイクは、町の方にあるんですけれども、町の空いている場所にエアロバ
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イクは置いてありまして、そちらを使っていただくんですけれども、使っていただ

くに当たり、いろいろ指導等が必要になりますので、そういう部分について業者の

専門の方に来ていただいて、指導をいただくという部分を委託するという形になり

ます。 

 以上です。 

議長（宮澤 健君） 

 よろしいでしょうか。他にありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（宮澤 健君） 

 これで質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 討論を省略して直ちに採決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（宮澤 健君） 

 ご異議なしと認めます。 

 これから採決を行います。採決は１件ごとに行います。 

 初めに、議案第３４号、令和５年度東庄町一般会計補正予算（第３号）を採決し

ます。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（宮澤 健君） 

 ご異議なしと認めます。 

 従って、議案第３４号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第３５号、令和５年度東庄町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（宮澤 健君） 

 ご異議なしと認めます。 

 従って、議案第３５号は原案のとおり可決されました。 
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 次に、議案第３６号、令和５年度東庄町訪問看護ステーション特別会計補正予算

（第１号）を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（宮澤 健君） 

 ご異議なしと認めます。 

 従って、議案第３６号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第３７号、令和５年度東庄町介護保険特別会計補正予算（第１号）を

採決します。 

 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（宮澤 健君） 

 ご異議なしと認めます。 

 従って、議案第３７号は原案のとおり可決されました。 

 ここで暫時休憩とします。再開は午後１時からとします。 

（午前１１時５６分 休憩） 

（午後 １時００分 再開） 

議長（宮澤 健君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 日程第１３、認定第１号、令和４年度東庄町一般会計歳入歳出決算認定について

から日程第２０、認定第８号、令和４年度東庄町国民健康保険東庄病院事業会計決

算認定についてまで、以上８案を一括議題とします。 

 職員に議案の朗読をさせます。 

（事 務 局 朗 読） 

議長（宮澤 健君） 

 本決算について提出者からの説明を求めます。 

 町長、岩田利雄君。 

町長（岩田利雄君） 

 それでは、ただいま一括議題となりました認定第１号から認定第８号まで、一般

会計他特別会計５件及び企業会計２件、合わせて８会計の令和４年度決算について、
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その提案理由を申し上げます。なお、地方自治法第２３３条第３項並びに地方公営

企業法第３０条第４項の規定に基づき、監査委員さんの意見を付してございます。   

よろしくご審議をいただきますよう、そしてまた認定くださるようお願いを申し上

げます。 

 最初に、認定第１号、令和４年度一般会計の決算について申し上げます。令和４

年度の一般会計当初予算は、歳入歳出それぞれ５７億４，８００万円でしたが、   

１０億１，５８６万２，０００円の追加補正の結果、最終予算は６７億６，３８６

万２，０００円となり、前年度からの繰越事業費繰越額２億７，７７３万８，００

０円を加算いたしますと、予算現額は歳入歳出それぞれ、７０億４，１６０万円と

なりました。 

 令和３年度の予算現額は６８億５，１６７万５，０００円でしたので、比較しま

すと１億８，９９２万５，０００円の増額となっております。 

 続いて、歳入歳出の決算状況でございますけれども、歳入においては７２億１，

８６３万５，０００円が収入されており、前年比９，５２１万７，０００円、１．

３％の増となっております。このうち町税などの一般財源は５４億６，６７９万円、

歳入に占める比率は７５．７％、分担金及び負担金などの特定財源は１７億５，１

８４万５，０００円、歳入に占める比率は２４．３％となっています。 

 一方、歳出では６４億４，９３２万円が執行されており、前年と比べ３億４，３

７９万５，０００円、５．６％の増となっております。歳入から歳出を差し引きま

した形式収支は７億６，９３１万５，０００円となり、繰越明許により翌年度へ繰

り越すべき財源が４，０９１万５，０００円でしたので、実質収支は７億２，８４

０万円となりました。 

 決算の増額の主な要因でございますけれども、令和４年度に物価高騰対策として

実施をいたしました価格高騰緊急支援給付金事業などによるものとなっております。 

 以上、一般会計決算について申し上げました。 

 続いて、認定第２号、令和４年度東庄町国民健康保険特別会計歳入歳出決算につ

いて申し上げます。 

 歳入総額は１８億９，５４０万３，０００円で、前年度より２，８２４万９，０

００円の増。 

 一方、歳出総額は、前年度より１，５８４万６，０００円増の１６億６，６８２
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万３，０００円で、歳入歳出差引額は２億２，８５８万円でありました。 

 続いて、認定第３号、令和４年度東庄町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算で

すが、歳入総額は１億８，９０８万２，０００円で、前年度より８５５万５，００

０円の増。 

 一方、歳出総額は、前年度より８８８万３，０００円増の１億８，８４４万９，

０００円で、歳入歳出差引額は６３万３，０００円でありました。 

 続いて、認定第４号、令和４年度東庄町食肉センター特別会計歳入歳出の決算に

ついて申し上げます。 

 歳入については、主に食肉センターの事業収入となりますが、前年度と比較いた

しますと、処理頭数は２，８４５頭の増となり、歳入合計では、１，３０７万９,

０００円増の１億７，８５９万９，０００円となりました。 

 一方、歳出につきましては、事業費として９，８１９万２，０００円の支出の他、

積立金として１，５００万５,０００円を財政調整基金として積立てるなど、歳出合

計では、１億２，３１９万７,０００円となり、前年度より２７４万２,０００円の

増となっております。 

 また、平成１９年度より、指定管理者制度の導入によりまして、施設の管理運営

を食肉センター事業協同組合が実施をしております。 

 続いて、認定第５号、令和４年度東庄町訪問看護ステーション特別会計決算につ

いて申し上げます。 

 令和４年度の訪問看護ステーションの歳入決算の総額は、２，８１０万３，００

０円、前年度比０．１％の減となりました。減額の主な要因でありますが、繰入金

の減少によるものでございます。 

 また、歳出決算の総額は２，２５５万３，０００円、前年度比０．７％の増とな

りました。 

 以上、差引の収支で５５５万円の黒字となりました。 

 続いて、認定第６号、令和４年度東庄町介護保険特別会計決算について申し上げ

ます。 

 令和４年度は、第８期介護保険事業計画３ヶ年の２年目でございます。 

 歳入決算の総額は１５億９，５８５万２，０００円、前年度比１．６％の増とな

りました。 
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 また、歳出決算の総額は１４億５，５０８万５，０００円、前年度比１．５％の

増となっております。増額の主な要因は、保険給付費及び国・県・一般会計への令

和３年度分の補助金等返還金による諸支出金の増額によるものでございます。 

 以上、差引の収支で 1 億４，０７６万７，０００円の黒字となりましたが、令和

５年度に精算を行いますと、実質的な余裕資金は８，１７２万円程度となる見込み

でございます。 

 続いて、認定第７号、令和４年度東庄町水道事業会計剰余金の処分及び決算につ

いて申し上げます。 

 地方公営企業法第３２条第２項の規定に基づき、剰余金の処分について、議会の

議決を求めると共に、同法第３０条第４項の規定に基づき、決算について議会の認

定に付すものでございます。 

 まず、決算につきましては、収益的収入は４億６，２６４万５，０００円、収益

的支出は、３億４，８４９万３，０００円となり、収支差引では、１億１，４１５

万２，０００円の純利益となっております。 

 次に、資本的収支では、収入は１，８００万円で、支出として建設改良費、固定

資産取得費、企業債償還金を合わせて５，６９３万５，０００円となっております。 

 次に、令和４年度末における給水戸数は４，００７戸、給水人口は１万１，１９

４人となっております。 

 また、当年度未処分利益剰余金は、純利益分でありますけれども、処分について

は議会の議決を求めるものでございます。 

 続いて、認定第８号、令和４年度東庄町国民健康保険東庄病院事業会計決算につ

いて申し上げます。 

 病院事業につきましては、内科医師４名の診療体制と合わせて、非常勤医師によ

ります整形外科・循環器内科の診療を実施いたしました。 

 また、介護療養型医療施設として、施設入所サービス・居宅療養管理の他、訪問

リハビリ・通所リハビリを実施いたしております。 

 令和４年度の経営状況を見ますと、前年度に比べ入院延べ患者数で３．５％の減、

外来延べ患者数では０．７％の増となっています。 

 決算の内容について申し上げます。収益的収支の収入が１０億２４４万８，００

０円に対し、支出が１０億４，４２２万８，０００円で、４，１７８万円の純損失
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となりました。  

 次に、資本的収支でございますが、収入が５，０００万円に対しまして、支出が

１億３，５１０万２，０００円で、不足する８，５１０万２，０００円につきまし

ては、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額と過年度分損益勘定留保資

金をもって補填をしたところでございます。 

 以上で、一般会計を初め８会計の決算について認定をいただくに当たりまして、

提案理由を申し上げました。 

 なお、詳細につきましては、担当課長、事務長から説明をいたさせます。 

 ご審議の上、可決、認定くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

議長（宮澤 健君） 

 企画財政担当課長、加瀬博子君。 

企画財政担当課長（加瀬博子君） 

 それでは、令和４年度一般会計の決算について、その内容をご説明申し上げます。

説明につきましては、お手元に配付してございます決算参考資料に基づきまして説

明させていただきたいと思います。 

 恐れ入りますが、１ページをお願いいたします。 

 一般会計の決算の状況ですが、（１）の決算規模は、歳入の総額が７２億１，８

６３万５，０００円。歳出の総額では６４億４，９３２万円となりまして、前年度

と比較いたしますと、歳入では９，５２１万７，０００円、１．３％の増となり、

歳出では３億４，３７９万５，０００円、５．６％の増となりました。 

 （２）の決算収支の状況ですが、歳入決算額から歳出決算額を差し引きました形

式収支では、アの欄の記載として７億６，９３１万５，０００円となりました。こ

のうち令和５年度への繰越事業の一般財源として、イの欄の４，０９１万５，００

０円がございますので、これを差し引きまして、ウの欄の７億２，８４０万円が実

質収支の額となっております。 

 この実質収支の額から令和３年度の実質収支の額を差し引いたものが単年度収支

としてエの欄のマイナス２億３，８０８万９，０００円となります。次のオ並びに

一つ置いたキの欄は、財政調整基金の積立並びに取崩しの決算額でございまして、

オの積立額は新規積立及び利子分でございまして３億１万８，０００円、キの積立

金取崩額はございませんでした。一つ戻りまして、カの町債の繰上償還額について
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もございませんでした。 

 この結果、単年度収支の額エに、財政調整基金への積立金オの額を加えた額が、

実質単年度収支、クの欄となり、６，１９２万９，０００円となりました。 

 それでは、歳入歳出の決算状況について申し上げます。 

 なお、この後、予算決算常任委員会へ付託される予定ですので、私からは主立っ

たものを申し上げます。あらかじめご了承をいただきたいと思います。 

 最初に歳入決算について申し上げますので、第１表をお願いいたします。 

 歳入決算の総額７２億１，８６３万５，０００円のうち町税を初めとする一般財

源の総額は５４億６，６７９万円で、歳入決算の７５．７％を占めております。残

りの２４．３％は特定財源で、国庫及び県支出金などの１７億５，１８４万５，０

００円となっております。 

 １款の町税の決算額は１５億７５４万４，０００円で、前年度より３，１１９万

円、２．１％の増となっております。これは主に固定資産税の増によるものです。 

 飛びまして、５款の株式等譲渡所得割交付金は、決算額７８３万８，０００円、

対前年度５５６万７，０００円の減となっております。 

 ６款の法人事業税交付金は、決算額２，１０３万１，０００円、対前年度４７８

万３，０００円の増となっております。 

 ７款の地方消費税交付金は、決算額３億８４７万９，０００円、対前年度８０万

６，０００円の増となりました。 

 一つ飛ばしまして、９款の環境性能割交付金は、決算額１，２０１万３，０００

円、対前年度２１３万５，０００円の増となりました。 

 １０款の地方特例交付金は、決算額９１７万６，０００円、対前年度８０６万１，

０００円の減となりました。 

 次に、歳入決算総額の３１．１％を占めております１１款の地方交付税でござい

ます。普通交付税で１，４８７万円、特別交付税で４０９万１，０００円の増とな

っており、総額で前年度から１，８８０万５，０００円増、決算額は２２億４，５

３２万６，０００円となりました。 

 一つ飛ばしまして、１３款の分担金及び負担金は、決算額８，０６２万８，００

０円、対前年度７５１万４，０００円の増となりました。 

 続きまして、１５款の国庫支出金は、決算額８億６，７３７万７，０００円、対
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前年度１億１，５０３万１，０００円の減となっております。子育て世帯等臨時特

別支援事業の終了などによる減額となっております。 

 １６款の県支出金は、決算額３億９，４９９万２，０００円、対前年度６，１８

３万９，０００円の減となりました。 

 一つ飛ばしまして、１８款の寄付金は、決算額１，５３８万２，０００円、対前

年度３８７万９，０００円の増となりました。 

 １９款の繰入金は、決算額３，４３１万５，０００円、対前年度１２４万５，０

００円の増となっております。 

 ２０款の繰越金は、決算額１０億１，７８９万３，０００円、対前年度５億１，

５４３万７，０００円の増となりました。 

 ２１款・諸収入ですが、決算額は１億５，６５１万８，０００円で、対前年度１

億４，０９０万３，０００円の減となりました。令和３年度に実施したプレミアム

付商品券販売金の減額が主な要因となっております。 

 歳入決算の最後は、２２款の町債でございます。決算額は４億３８０万円で、過

疎対策事業債のソフト分としまして４，３８０万円、ハード分としまして３億６，

０００万円、合計４億３８０万円となっております。全体を前年度と比較しますと、

臨時財政対策債を発行しなかったことなどの理由により１億６，１１０万円の減と

なっております。 

 以上、歳入決算の総額は、７２億１，８６３万５，０００円となりまして、前年

度と比べ９，５２１万７，０００円、１．３％の増となりました。 

 続きまして、２ページをお願いいたします。 

 上の表でございますが、ただいま申し上げました歳入決算につきまして、左半分

では一般財源と特定財源に、そして右半分では自主財源と依存財源に分けて、その

状況を表にしたものでございます。後ほどお目通しをいただきたいと思います。 

 それでは、次に、歳出決算の説明に入らせていただきます。 

 第２表、令和４年度の歳出決算の総額は６４億４，９３２万円となりまして、令

和３年度と比較いたしますと３億４，３７９万５，０００円、５．６％の増となっ

ています。 

 目的別歳出決算の状況は、第２表のとおりでございます。こちらにつきましても

主なものをご説明申し上げます。 
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 まず、２款の総務費では、決算額８億２，６８６万１，０００円で、対前年度５，

７４４万８，０００円、７．５％の増となっております。 

 次は、３款の民生費ですが、決算額１７億６，１９５万７，０００円で、対前年

度９，５０８万１，０００円、５．１％の減となっております。 

 次に、４款の衛生費です。決算額９億２，６０３万５，０００円で、対前年度７，

７０３万３，０００円、９．１％の増額となっております。 

 次に、５款の農林水産業費の決算額は３億８６４万４，０００円で、対前年度１，

６９５万３，０００円、５．２％の減額となっております。 

 続いて、６款は商工費でございます。決算額は１億４，３０５万３，０００円で、

対前年度１億６，７０５万８，０００円、５３．９％の減となっています。 

 続きまして、７款の土木費ですが、決算額４億３，４２９万１，０００円、対前

年度２，５１７万３，０００円、６．２％の増となりました。 

 一つ飛ばしまして９款の教育費は、決算額７億６，１０３万９，０００円、対前

年度比３，９９８万４，０００円、５．０％の減となりました。 

 また一つ飛ばしまして、１１款・公債費の決算額は４億２，１８７万４，０００

円となり、前年度と比較しまして１，４７９万６，０００円の増となっております。 

 なお、起債の残高や償還額の状況につきましては、後ほどご説明申し上げます。 

 歳出決算の最後は、１２款の諸支出金でございます。決算額は５億１，２２３万

円となりまして５億４３４万３，０００円の増となりました。財政調整基金と公共

施設整備基金への積立が増額の主な要因となっております。 

 以上、一般会計の目的別歳出の状況についてご説明いたしました。 

 続きまして、３ページをお願いいたします。 

 歳出決算について性質別の状況を示したものでございます。 

 それでは、消費的経費と投資的経費について、その決算額及び構成比を見てみま

すと、消費的経費は４２億３，１２６万４，０００円で、構成比が６５．６％、投

資的経費は５億８，９３８万１，０００円、９．１％の構成比となっております。

また、前年度と比較しますと、消費的経費の決算額では１億６，１２２万９，００

０円の減、投資的経費では、３，９５７万円の減となっております。 

 それでは、性質別の歳出決算について、第３表で見てみたいと思います。 

 まず、消費的経費のうち人件費の決算額は９億５，８７７万７，０００円。前年
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度と比べますと、１，４６７万円、１．５％の減となりました。 

 次の物件費は、決算額１０億２，６３４万２，０００円、前年度と比べ１億１，

６９０万４，０００円の増、率にしますと１２．９％の増となっております。 

  次の維持補修費は、決算額１，５１８万７，０００円で、前年度と比べ６５４万

６，０００円の増となっております。 

 次は、扶助費でございまして、決算額は８億４，４６７万円、対前年度１億９，３

７７万１，０００円、１８．７％の減となっております。 

 消費的経費の最後は、補助費等でございます。決算額は１３億８，６２８万８，

０００円となり、前年度と比べ７，６２３万８，０００円、５．２％の減となって

おります。 

 次に、投資的経費のうちの普通建設事業ですが、５億８，９３６万３，０００円

の決算となり、前年度決算より３，７７１万１，０００円、６．０％の減となりま

した。 

 次の災害復旧費ですが、決算額は１万８，０００円、対前年度１８５万９，００

０円の減となっております。 

 続いて、公債費ですが、こちらも目的別歳出の公債費と同様で、４億２，１８７

万４，０００円の決算額となっております。 

 次に、投資及び出資金・貸付金でございます。決算額は９，２３０万円となって

おります。 

 続きまして、積立金でございますが、決算額は５億１，２２２万９，０００円と

なりました。 

 性質別決算の最後は、繰出金でございます。決算額は６億２２７万２，０００円

となりました。 

 以上、人件費から繰出金まで、性質別歳出決算の内容を申し上げました。 

 次のページ、４ページから５ページにかけての円グラフは、今まで申し上げまし

た一般会計の決算についてグラフ化したものでございます。後ほどご参照いただき

たいと思います。 

 それでは、５ページの下の方の財政構造についてご説明いたします。 

 地方公共団体の財政力を表す数値として用いられます財政力指数は、地方交付税

法の規定に基づきまして算出される基準財政収入額を基準財政需要額で除した数値
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の過去３ヶ年平均で表します。本町における令和４年度の財政力指数は０．４２４

となりまして、令和３年度の財政力指数０．４４２と比較しますと、０．０１８ポ

イント減少しております。 

 次に、財政構造の弾力性を表します経常収支比率でございますが、性質別決算の

経常経費充当一般財源を経常一般財源で除して計算いたします。この数値は８６．

０％で、前年度の８１．２％より４．８ポイント増加しております。増加の主な要

因は、この数値の計算式において、分母となる経常一般財源のうち、令和４年度は

臨時財政対策債を借り入れなかったことから分母が減少し、経常収支比率が増加し

たものです。経常収支比率につきましては、今後、更なる経常経費の節減・合理化

を図り、経常収支比率の抑制に努めなければならないと考えております。 

 次の６ページでは、過去５年間の一般会計歳入歳出決算について、その規模をグ

ラフにしてございます。後ほど、お目通しをいただきたいと思います。 

 続きまして、８０ページをお願いいたします。 

 この表は、令和４年度末現在の町債の現在高を表にしたものでございます。一般

会計における町債の状況につきまして、借入先、事業ごとに令和４年度末と令和３

年度末の残高を次の８１ページにわたって列記してございます。８０ページの一番

下の合計欄で見ていただきますと、令和４年度末現在の残高は、元金が４７億６，

４５７万円、これに利子の残高５，２３６万２，０００円を合わせますと、合計４

８億１，６９３万２，０００円となっています。令和３年度末の元利計の現在高と

比べて、１９０万７，０００円の減額となりました。また、この額を単純に令和４

年度末の住民基本台帳人口１万３，０５１人で割り返してみますと、１人当たり３

６万９，０００円という数字になります。この数値は、前年度１人当たり３６万３，

０００円と比べ６，０００円増加した計算になります。 

 次の８１ページでは、水道事業会計並びに病院事業会計の企業債の状況を表にし

たものでございます。 

 次に、その下の表で債務負担及び損失補償の状況について申し上げます。区分欄

に記載のように、全て債務負担でございまして、損失補償はございません。 

 将来にわたって支出が伴います債務負担の状況でございますが、全部で１０件記

載されております。９件につきましては、前年度から引き続いているものでござい

まして、上から５段目、東庄町学校給食センター調理等業務委託につきましては、
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令和４年度に新たに設定したものとなります。これらを合計しまして、令和４年度

末で５億５５０万円となっております。 

 それでは大変恐縮ですが、決算書本冊の方をお願いいたします。３６５ページを

お願いいたします。こちらの財産に関する調書について申し上げます。 

 まず、１番・公有財産における変更の内容でございますが、土地及び建物につき

まして、旧東城小学校について、行政財産だったものを普通財産に変更したもので

す。 

 次の３６６ページに移りまして、こちらでも同面積分が減少となっております。

加えて木造の建物につきまして、こじゅりんこども園増築により１０４平方メート

ルが増加となっております。 

 続いて、３６７ページの（３）出資による権利ですが、こちらは前年度末現在高

との増減はありません。 

 続きまして、２番物品について申し上げます。 

 決算年度中の増減ですが、パーソナルコンピュータについて１４台の減となって

おります。これは、パソコンのリース台数が更新されたことによるものです。 

 続きまして、３６８ページをお願いします。３番、基金、（１）特定目的基金の

①一般会計について申し上げます。 

 変更のありました基金として、財政調整基金について、新規で３億円、利子１万

８，０００円について積立を行い、年度末現在高は１２億４８３万１，０００円と

なりました。 

 公共施設整備基金では、新規で２億円、利子３，０００円について積立を行い、

年度末現在高は３億５，３７９万円となりました。 

 次の地域福祉基金は、利子分の１，０００円の増で、決算年度末現在高は５，６

７０万８，０００円となっております。 

 奨学基金では、指定寄附２００万円の積立を行い、奨学基金事業の交付金として

３００万円の取り崩しを行いましたので、結果として１００万円の減額となり、年

度末現在高は６２４万円となりました。 

 次のふるさと応援基金ですが、ご寄附をいただきました９０６万８，０００円を

新規に積立、令和２年度にご寄附いただいた６４１万１，０００円を取り崩しまし

たので、年度末現在高は１，４５１万３，０００円となりました。 
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 一般会計の最後は森林環境基金で、森林環境譲与税を財源としまして９７万５，

０００円を積立、年度末残高は２３３万３，０００円となっております。 

 次の②の特別会計につきましては、私からは割愛させていただきまして、（２）

定額運用基金につきましては、郵便切手類購入基金と土地開発基金となっておりま

す。 

 まず、郵便切手類購入基金ですが、この基金は定額運用基金でございますので、

年度中において有価証券として郵便切手類と現金との間では移動がございますが、

結果として現在高は６０万円となり、増減のない基金となっております。 

 次に、土地開発基金ですが、決算年度中の増減はございませんでした。 

 最後のページ、３６９ページの表は、先程郵便切手類購入基金について、年間の

運用状況を示したものでございますので、後ほどお目通しをいただければと思いま

す。 

 以上、一般会計の決算について申し上げましたが、詳細につきましては予算決算

常任委員会におきまして説明をいたしますので、私の方からは以上で終わらせてい

ただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

議長（宮澤 健君） 

 ここで暫時休憩とします。再開は午後２時からとします。 

（午前１１時５６分 休憩） 

（午後 １時００分 再開） 

議長（宮澤 健君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 町民課長、香取康成君。 

町民課長（香取康成君） 

 それでは、認定第２号、令和４年度東庄町国民健康保険特別会計歳入歳出決算に

ついてご説明申し上げます。 

 決算参考資料の６６ページをお願いいたします。 

 （１）決算状況でございますが、上段の円グラフは、令和４年度の歳入歳出各区

分の構成比率を示したものでございます。 

 歳入総額は１８億９，５４０万３，０００円、前年度比２，８２４万９，０００

円、１．５％の増額でございます。歳出総額は１６億６，６８２万３，０００円、
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前年度比１，５８４万６，０００円、１．０％の増額となりました。歳入歳出差引

額は２億２，８５８万円で、黒字決算でございます。 

 それでは、歳入の主なものをご説明いたします。 

 １款・国民健康保険税は、決算額３億４，６４７万７，０００円で、前年度比２，

２７３万２，０００円、６．２％の減。減額の要因は、被保険者数の減少によるも

のでございます。 

 ５款・県支出金は、決算額１１億８，６８１万９，０００円で、前年度比３，６

４５万３，０００円、３．２％の増。増額の要因は、新型コロナの受診控えから受

診数が回復に転じ、普通交付金が例年並みの交付額となったことによるものでござ

います。 

 ７款・繰入金は、決算額１億３，８１９万５，０００円で、前年度比６２４万４，

０００円、４．７％の増。増額の要因は、人件費の増加に伴う一般会計からの職員

給与費等繰入金の増額によるものでございます。 

 ８款・繰越金は、決算額２億１，６１７万７，０００円で、前年度比１，１４２

万２，０００円、５．６％の増。前年度繰越金でございます。 

 次に、歳出の主なものをご説明いたします。 

 ２款・保険給付費は、決算額１１億５，０３４万２，０００円で、前年度比３，

１７７万３，０００円、２．８％の増。増額の要因は、受診数が回復に転じ、例年

並みの給付額となったことによるものでございます。 

 ３款・国民健康保険事業費納付金は、決算額４億２，２８９万円、前年度比２，

０２０万７，０００円、４．６％の減。これは千葉県への納付金で、減額の要因は、

被保険者数の減少に伴うものでございます。 

 ５款・保健事業費は、決算額５，４７０万８，０００円で、前年度比４４８万６，

０００円、８．９％の増。増額の要因は、人件費の増によるものでございます。 

 続いて、６７ページをお願いいたします。 

 次の６７ページから６９ページにかけましては、過去５年間の決算推移、被保険

者１人当たりの療養諸費・費用額の推移、被保険者１人当たりの保険税額の推移、

保険給付状況、被保険者の異動状況を掲載してございますので、後ほどご覧いただ

きたいと思います。 

 以上で、認定第２号、国保特別会計の説明を終わりにいたします。 
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 続きまして、認定第３号、令和４年度東庄町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算についてご説明申し上げます。 

 引き続き、決算参考資料の７０ページをお願いいたします。 

 決算状況でございますが、歳入総額は１億８，９０８万２，０００円、前年度比

８５５万５，０００円、４．７％の増額。歳出総額は、１億８，８４４万９，００

０円、前年度比８８８万３，０００円、４．９％の増額となりました。歳入歳出差

引額は６３万３，０００円の黒字決算となっております。 

 それでは、歳入の主なものをご説明いたします。 

 １款・後期高齢者医療保険料は、決算額１億４，１７４万２，０００円、前年度

比５３４万２，０００円、３．９％の増でございます。 

 ３款・繰入金は、決算額４，５５４万４，０００円、前年度比２６５万３，００

０円、６．２％の増。内訳は、一般会計からの保険基盤安定繰入金４，４６４万４，

０００円並びに事務費繰入金９０万円でございます。 

 １款と３款で、歳入全体の９９．１％を占めております。 

 次に、歳出の主なものをご説明いたします。 

 １款・総務費は１９５万６，０００円、前年度比７万９，０００円、４．２％の

増。後期高齢者医療に係るコンピューター使用料等の事務費でございます。 

 ２款・後期高齢者医療広域連合納付金は、決算額１億８，６３８万円、前年度比

８８０万２，０００円、５．０％の増。 

 千葉県後期高齢者医療広域連合に対する納付金で、歳出全体の９８．９％を占め

ております。 

 なお、被保険者数は、令和４年度末現在で２，７１９人、前年度末と比較して７

３人、２．８％の増となっております。 

 以上で、認定第３号、後期特別会計の説明を終わりにいたします。 

 よろしくお願いいたします。 

議長（宮澤 健君） 

 農政担当課長、前田泰孝君。 

農政担当課長（前田泰孝君） 

 それでは、認定第４号、東庄町食肉センター特別会計歳入歳出決算についてご説

明を申し上げます。 
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 引き続き、決算参考資料の７１ページをお願いいたします。 

 初めに、左側の円グラフ、歳入からご説明申し上げます。 

 令和４年度、歳入合計は、１億７，８５９万９，０００円でございました。 

 主な内訳といたしましては、１款・事業収入１億３，３５２万８，０００円、歳

入全体に対する割合といたしまして、７４．８％でございます。 

 次に、２款・繰越金４，５０６万５，０００円、率にいたしまして２５．２％と

なっております。 

 続きまして、歳出合計１億２，３１９万７，０００円、主な内訳といたしまして

は、１款の事業費９，８１９万２，０００円、歳出全体に対する割合といたしまし

て、７９．７％でございます。これは食肉センターの業務管理委託料８，９４０万

円が主な支出となっております。 

 次に、２款積立金１，５００万５，０００円、率にいたしまして１２．２％、食

肉センター特別会計財政調整基金積立金でございます。 

 続きまして、３款・諸支出金１，０００万円、これは一般会計への繰出金であり

ます。 

 歳入合計の１億７，８５９万９，０００円から歳出合計の１億２，３１９万７，

０００円を差し引きました５，５４０万２，０００円が翌年度への繰越となります。 

 なお、７２ページは処理頭数の推移などでございます。 

 令和４年度の処理頭数は、１１万２，７０２頭でございました。 

 以上で説明を終わります。決算内容の詳細につきましては、予算決算常任委員会

にてご説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 

議長（宮澤 健君） 

 健康福祉課長、布施光規君。 

健康福祉課長（布施光規君） 

 それでは、認定第５号、令和４年度東庄町訪問看護ステーション特別会計歳入歳

出決算について、内容をご説明申し上げます。 

 決算参考資料の７３ページをお願いいたします。 

 最初に、下段の（２）訪問看護利用状況でございますが、令和４年度の利用者数

の合計は２１４人、延べ件数１，４４１件でございます。 

 令和３年度と比較しますと、利用者数の合計で３０人、１２．３％の減、延べ件
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数では合計で１８件、１．３％の増となりました。 

 続いて、決算状況についてご説明いたします。 

 初めに、中段の歳入の表から申し上げます。 

 １款・事業収入は１，４２０万１，０００円、全体の５０．６％、前年度との比

較では５２万８千円、３．９％の増となりました。増額の主な要因は、１人当たり

の訪問件数の増加による延べ件数の増によるものでございます。 

 ２款・繰入金は８１６万１，０００円、全体の２９.０％、前年度との比較では４

７８万１，０００円、３８．９％の減となりました。繰入金につきましては、一般

会計からの繰入金でございます。 

 ３款・繰越金は５７４万１，０００円、全体の２０．４％、前年度との比較では

４２２万４，０００円の増となりました。これは、前年度からの繰越金でございま

す。 

 以上、歳入合計では２，８１０万３，０００円、前年度との比較では２万９，０

００円、０．１％の減となりました。 

 次に、歳出について申し上げます。 

 歳出については、１款・事業費のみで２，２５５万３，０００円、前年度との比

較では１６万２，０００円、０．７％の増となりました。事業費の内容ですが、職

員３名の人件費がほとんどでございます。 

 以上の結果、歳入歳出差引５５５万円の黒字となりました。これにつきましては、

令和５年度への繰越となります。 

 以上で、令和４年度訪問看護ステーション特別会計歳入歳出決算の説明を終わら

せていただきます。 

 続きまして、認定第６号、令和４年度東庄町介護保険特別会計歳入歳出決算につ

いて内容をご説明申し上げます。 

 決算参考資料の７４ページをご覧ください。 

 令和４年度は、第８期介護保険事業計画３ヶ年の２年度目でありました。 

 それでは、中段の表の歳入から主なものを申し上げます。 

 １款・保険料は３億４７８万４，０００円、全体の１９．１％、前年度との比較

では１９８万円、０．６％の減となりました。 

 ３款・国庫支出金から５款・県支出金につきましては、介護保険法で定められた
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保険給付費・地域支援事業費に対するそれぞれの負担金でございます。 

 ３款・国庫支出金は３億３，５５８万８，０００円、４款・支払基金交付金は３

億６，２８３万３，０００円、５款・県支出金は２億１，０８１万１，０００円で

ございます。合算しますと９億９２３万２，０００円、全体の５７．０％を占めて

おり、前年度との比較では５８６万３，０００円の減となっております。 

 ７款・繰入金は、２億４，３９５万５，０００円、全体の１５．３％、前年度と

の比較では４５１万７，０００円、１．９％の増となりました。内訳は、介護保険

法で定められた介護給付費等の町負担分、職員給与等の繰入金、低所得者保険料軽

減繰入金でございます。 

 ８款・繰越金は１億３，７７６万８，０００円、全体の８．６％、前年度との比

較では２，８５５万１，０００円、２６．１％の増となりました。これは、前年度

からの繰越金でございます。 

 以上、歳入合計では１５億９，５８５万２，０００円、前年度との比較では２，

５１２万１，０００円、１．６％の増となりました。 

 続いて、歳出の主なものについて申し上げます。 

 １款・総務費は４，０９８万４，０００円、全体の２．８％、前年度との比較で

は８０万１，０００円、２．０％の増となりました。主な内容としましては、職員

４名分の人件費、システム使用料及び介護認定審査会などに要した費用でございま

す。 

 ２款・保険給付費は１３億１，３３４万８，０００円、全体の９０．３％と歳出

の大部分を占めております。前年度との比較では２７８万４，０００円、０．２％

の増となりました。主な内容としましては、居宅介護サービス費・施設介護サービ

ス費・介護予防サービス費などの介護保険サービス利用に対する給付費用でござい

ます。 

 なお、下段の表（２）保険給付状況にサービス別の件数、給付金額を記載してい

ますので、後ほどご覧いただきたいと存じます。 

 ３款・地域支援事業費は４，０６５万円、全体の２．８％、前年度との比較では

４６６万２，０００円、１３．０％の増となりました。主な内容は、介護予防・生

活支援サービス事業費や地域包括支援センター職員の人件費などに要する費用でご

ざいます。増額の主な要因は、育児休業中の職員が復職したことによる人件費の増
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によります。 

 ５款・諸支出金は６，０１０万３，０００円、全体の４．１％、前年度との比較

では１，３８７万５，０００円、３０．０％の増となりました。 

 増額の主な要因は、前年度の介護給付費などの精算による国庫支出金等の返還金

が増加したことによるものでございます。 

 以上、歳出合計では１４億５，５０８万５，０００円、前年度との比較では２，

２１２万２，０００円、１．５％の増となりました。 

 以上の結果、歳入歳出差引１億４，０７６万７，０００円の黒字となりました。

なお、国庫支出金等の精算を令和５年度に行うわけでございますが、精算後におい

ての余裕資金は８，１７２万円程度になる見込みでございます。 

 続きまして、介護保険給付準備基金の状況についてご報告いたします。 

 決算書本冊３６８ページをお願いいたします。 

 ３、基金、（１）特定目的基金の中ほどの②特別会計の２段目に記載しておりま

す介護保険給付準備基金につきましては、令和４年度末に定期預金運用利子３，０

００円を積立ており、年度末残高は１億２，０５６万４，０００円となっておりま

す。 

 以上で、令和４年度介護保険特別会計歳入歳出決算の説明を終わらせていただき

ます。 

 なお、訪問看護ステーション特別会計歳入歳出決算及び介護保険特別会計歳入歳

出決算の詳細につきましては、予算決算常任委員会でご説明申し上げます。よろし

くお願いいたします。 

議長（宮澤 健君） 

 まちづくり課長、鈴木秀樹君。 

まちづくり課長（鈴木秀樹君） 

 それでは、認定第７号、令和４年度東庄町水道事業会計剰余金の処分及び決算認

定についてご説明を申し上げます。 

 最初に、決算につきまして、決算参考資料の７５ページをお願いいたします。 

 決算状況の（１）収益的収入および支出でございますが、収益的収入は、４億６，

２６４万５，０００円で、前年度との比較では１，６７２万７，０００円の増額と

なっております。 
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 収入のうち、営業収益が３億２３８万４，０００円で、内訳は水道料金でありま

す給水収益が２億９，５０９万２，０００円で、収入全体に占める割合が６３．８％。

それと給水申込金・他会計負担金他が７２９万２，０００円で、１．６％となって

おります。 

 営業外収益は１億６，０２６万１，０００円で、内訳は、一般会計からの補助金

が１億７８０万６，０００円で、２３．３％であります。こちらの内訳は、高料金

対策の補助金が５，０００万円と昨年度に実施しました基本料金の減免に係る補助

金として５，７８０万６，０００円です。また、千葉県からの補助金が４，２０４

万５，０００円で、９．１％、長期前受金戻入他が１，０４１万円で２．２％とな

っております。 

 次に、収益的支出は３億４，８４９万３，０００円で、前年度との比較では、３，

６３１万５，０００円の減額となっております。 

 支出のうち、営業費用が３億４，６２６万４，０００円で、内訳は、東総広域水

道企業団への受水費が２億２，３０１万４，０００円で、支出全体に占める割合が

６４．１％。減価償却費が５，９０３万２，０００円で、１６．９％。人件費が２，

４７８万１，０００円で、７．１％。動力費・委託料他が３，９４３万７，０００

円で、１１．３％となっております。 

 営業外費用他は、企業債の支払利息等で２２２万９，０００円で、０．６％とな

っております。 

 次に、（２）資本的収入および支出ですが、収入は重要給水管路更新に係る起債

借入金が１，８００万円でございます。 

 支出は、総額５，６９３万５，０００円で、内訳は、建設改良費が４，６５７万

８，０００円。固定資産取得費が２１２万１，０００円で、企業債償還金が８２３

万６，０００円となっております。 

 建設改良費につきましては、重要給水管路更新工事などによるものでございます。 

 収支の不足額３，８９３万５，０００円は、当年度分消費税及び地方消費税資本

的収支調整額４４１万５，０００円及び減債積立金８２３万６，０００円及び過年

度損益勘定留保資金２，６２８万４，０００円で補填をいたします。 

 次に、経営状況の（１）決算の推移ですが、平成３０年度から令和４年度までの

５年間の収益的収支につきまして、下記表のとおりでございます。 
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 令和４年度の収支では、１億１，４１５万２，０００円の純利益となっておりま

す。 

 続きまして、剰余金の処分につきまして、決算書本冊の３２１ページをお願いい

たします。 

 令和４年度東庄町水道事業剰余金処分計算書（案）でございます。 

 右の欄をご覧ください。未処分利益剰余金の当年度末残高は、１億２，２３８万

７，８９６円で、これを議会の議決による処分として、剰余金や資本金へ組入れる

ものでございます。 

 まず、建設改良積立金に当年度純利益分の１億１，４１５万２，００８円を積立、

将来の水道施設更新工事に充てるものでございます。 

 次に、組入資本金に組入れる額８２３万５，８８８円は、令和４年度企業債償還

元金分で、これを資本金に組入れるものでございます。 

 これらの処分内容について、議会の議決をお願いするものでございます。 

 以上で、水道事業会計剰余金の処分及び決算認定について説明を終わらせていた

だきます。なお、水道事業会計の詳細につきましては、予算決算常任委員会で改め

て説明いたします。よろしくお願いいたします。 

議長（宮澤 健君） 

 病院事務長、渡辺佳則君。 

病院事務長（渡辺佳則君） 

 認定第８号、令和４年度東庄町国民健康保険東庄病院事業会計決算について内容

をご説明申し上げます。 

 決算参考資料の７７ぺ－ジをお願いいたします。 

 収益的収支についてですが、上段の収入です。収入は１０億２４４万８，０００

円で、円グラフの内側は医業収益で７億９，１８０万１，０００円、収入総額に対

する構成比は７９．０％です。次に、医業外収益で２億１，０６４万７，０００円、

構成比は２１．０％です。 

 円グラフの外側、医業収益の内訳で、入院収益で１億４，６６７万３，０００円、

全体の１４．６％です。外来収益で３億６，４３３万８，０００円、全体の３６．

４％です。室料差額・健康診断などのその他医業収益で１億１５９万４，０００円、

全体の１０．１％です。介護保険事業収益で１億７，９１９万６，０００円、全体
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の１７．９％です。 

 次に、医業外収益の内訳で、一般会計からの繰入金などの負担金・交付金で１億

７，２２５万６，０００円、全体の１７．２％です。長期前受金戻入額などのその

他医業外収益で３，８３９万１，０００円、全体の３．８％です。 

 下段の支出です。支出は、１０億４，４２２万８，０００円、円グラフの内側、

医業費用で９億９，３２０万８，０００円、支出総額に対する構成比は９５．１％

です。 

 次に、医業外費用で５，１０２万円、構成比は４．９％です。円グラフの外側、

医業費用の内訳で、給与費５億１，４６７万４，０００円、全体の４９．３％です。

材料費２億１，２６８万６，０００円、全体の２０．４％です。経費で２億１，９

１２万８，０００円、全体の２０．９％です。減価償却費などのその他で４，６７

２万円、全体の４．５％です。 

 次に、医業外費用の内訳で、仕入れに係る消費税関係雑支出など、医業外費用で

５，１０２万円、全体の４．９％です。 

 ７８ページをお願いいたします。 

 中段の決算の推移でございますが、平成３０年度から令和４年度までの推移を掲

載しております。令和４年度は収入額１０億２４４万８，０００円、支出額１０億

４，４２２万８，０００円で、４，１７８万円の純損失となっております。 

 上段の資本的収支の決算の状況をご覧ください。資本的収入は企業債元金償還分

等の繰入など出資金５，０００万円に対しまして、資本的支出は、耐用年数を過ぎ

不具合が発生する可能性が高まっていた調剤システムの更新など建設改良費で５，

１２９万７，０００円、企業債償還金８，３８０万５，０００円で、計１億３，５

１０万２，０００円、収支不足額８，５１０万２，０００円は、当年度分消費税及

び地方消費税資本的収支調整額９８万６，０００円、過年度分損益勘定留保資金８，

４１１万６，０００円で補填をいたしました。 

 下の段をお願いいたします。 

 入院・外来延患者数は、入院は１７，４０４人、外来は２万４，４７７人、１日

当りにしますと、入院は４７．７人、外来は９１．７人となりました。 

 ７９ページをご覧ください。 

 令和４年度末病院事業債現在高です。元金が３億８，４３１万５，８７４円、利
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子が２，３１４万７，１９６円、合計で４億７４６万３，０７０円となっておりま

す。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

 なお、決算の詳細につきましては、予算決算常任委員会で説明をさせていただき

ます。よろしくお願いいたします。 

議長（宮澤 健君） 

 説明が終わりました。 

 本決算について提出者からの説明が終わりましたので、ここで監査委員の代表か

ら審査報告の説明を求めます。 

 監査委員、平山茂君。 

監査委員（平山 茂君） 

 それでは、議案書７３ページをお願いします。 

 令和４年度東庄町一般会計、特別会計歳入歳出決算審査及び基金運用状況審査に

ついて申し上げます。 

 地方自治法第２３３条第２項の規定に基づき、審査に付された令和４年度東庄町

一般会計・特別会計歳入歳出決算及び同法第２４１条第５項の規定に基づき、審査

に付された基金運用状況について審査した結果、次のとおり意見書を提出します。 

 以下、内容につきましては、皆様既にお目通しことと思います。ところどころ端

折って申し上げたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

 それでは、７４ページをお願いします。 

 まず、一般会計・特別会計歳入歳出決算審査意見書から申し上げます。 

 まず、審査の対象は、（１）令和４年度東庄町一般会計歳入歳出決算から（６）

令和４年度東庄町介護保険特別会計歳入歳出決算までの６会計であります。 

 まず、審査の期間は令和５年７月２６日及び８月７日であります。 

 審査の経過につきましては、お目通しをお願いします。 

 次に、審査の結果でありますが、審査に付された各会計の歳入歳出決算書は、関

係法令にのっとり作成され、係数は関係諸帳簿等照合の結果正確であり、予算の執

行につきましては、概ね所期の目的に沿ってなされており、内容も正確なものと認

定をいたしました。 

 また、財産に関する調書は、財産状況・移動状況についての計数も正確であると
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認められました。 

 それでは、決算の概要ですが、次のページに実質収支の状況内容を表で表してお

りますので、参考にお願いしたいと思います。 

 それでは、７６ページをお願いします。 

 総括的評価ですが、まず（１）の普通会計と一般会計であります。 

 ①財政力指数ですが、これは地方公共団体の財政力を良くするためのものであり

ますが、令和４年度におきましては０．４２４となり、前年度の指数０．４４２か

ら０.０１８ポイント減となり、これは過疎対策事業債の償還や高齢者福祉費の増加

による基準財政需要額の上昇に起因する財政力指数の低下が見られました。今後も

財政基盤強化の取組の継続に努めていただきたい。 

 次に、経常収支比率ですが、これは財政構造の弾力性を評価するために用いられ

る指標でありますが、これにつきましては、硬直化傾向であり、引き続き経費抑制

に努め、経常収支比率の改善に努力していただきたいと願うものであります。 

 次に、財源内訳及び性質別歳出の状況でありますが、これはこの項の最後から３

行目、電気料金や燃料費の高騰に伴う物件費が増加、そして人件費は再任用会計年

度任用職員制度の導入による影響が見られました。社会情勢の変動を少し注視して、

適正な予算管理を進めていただきたいと願うものであります。 

 次に、町税の滞納及び不納欠損ですが、これにつきましては、町全体の徴収率は、

令和２年度９５．１％、令和３年度９５．５％、令和４年度９６％と上昇しており、

県内、県下においても平均値の成果を上げております。 

 次のページをお願いします。 

 これは収税担当だけでなく、広く職員間で情報を共有しながら、今後も徴収率の

維持向上を望むものであります。 

 次に、（２）特別会計でありますが、まず、国民健康保険特別会計であります。 

 収入未済額は、昨年に引き続き減少しておりますが、新型コロナウイルス感染症

の影響による受診控えは回復してきたと見られ、保険給付費は、昨年度と比較して

増加していますが、県内市町村と比較すると低い状況を保っております。 

 なお、徴収率につきましては、年々改善されており、地道な徴収努力の成果が感

じられるということです。 

 次に、②、③、④につきましては、申し訳ありませんが、お目通しをお願いしま
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す。 

 次のページ、⑤介護保険特別会計、この項の下から３行目ですが、これにつきま

しては引き続き東庄町介護保険事業計画に基づく介護予防の推進や保険給付費の適

正化などを通じまして、高齢者の生活を支える介護保険制度の安定的な運営を図っ

ていただきたいと願うものであります。 

 次に、（３）歳計現金及び基金でありますが、まず①の財政調整基金、ここでは

下の数字をお目通しいただきたいと思いますが、下から５行目、一連の事業が終了

した近年は、着実に積立が出来ております。経費の削減と効率的な行政運営により、

余剰を蓄えた成果として評価するものであります。 

 しかしながら、近年、全国的に災害が発生をしていることから、老朽化が進む公

共設備はもとより、自然災害や緊急的災害など不測の事態に備えるためにも、余剰

等を蓄えることは必須であると考えるところであります。 

 最後に、総括的意見であります。ここでは、次のページをお願いします。 

 この項の下から７行目、少子高齢化社会が進む中で、保健・医療・福祉・介護施

設など社会保障関連経費の更なる増加が見込まれます。今後も歳入の増収、あるい

は歳出の縮減に取り組みつつも、職員に過重負担とならないよう、適正な職員配置

と部署間の協力や相互理解、創意工夫をもって町民の視点に立った財政運営となる

ことを要望する次第であります。 

 また、町有地につきましては、維持費と利用方法を十分に検討し、有効性を考慮

した取組をしていただきたいと思います。 

 また、町の基本計画を踏まえて将来を見据えた長期的な計画を立て、限られた財

源を町民のために有効に活用出来るよう取り組んでいただきたいと考えるところで

あります。 

 それでは、８０ページをお願いします。 

 続きまして、令和４年度東庄町水道事業会計及び東庄町国民健康保険東庄病院事

業会計決算審査について意見を申し上げます。 

 これについては８１ページをお願いします。 

 審査は、令和４年度東庄町水道事業会計及び令和４年度東庄町国民健康保険東庄

病院事業会計決算の２会計であります。 

 審査の期間につきましては、令和５年７月２６日。 
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 審査の経過につきましては、お目通しをお願いします。 

 次に、決算の概要ですが、以下、列記してあるところでありますが、決算内容に

ついては、先程説明がありました数字については認定第７号、第８号の説明と重複

しますので、（１）、（２）についてはお目通しをお願いしたいと思います。 

 次のページをお願いします。 

 総括的意見を申し上げます。 

 まず、東庄町水道事業会計でありますが、これはこの項の中ほど、ここでは特に

５行目ぐらい、事業収益全体では、営業収益が昨年度比較して５，８４８万８，０

００円の減となっていますが、事業費用が経常的に推移しているため黒字決算を維

持しているところであります。 

 次のページをお願いします。この項の下から６行目、有形固定資産の減価償却率

から設備の老朽化が見てとれます。今後は多額の費用や職員を必要とする事業も発

生することが考えられるので、人員の確保や業務協力など、他部署との連携も含め

て体制強化を図られたい。 

 町民の理解を得ながら、引き続き設備の延命管理をして、更新工事を予定どおり

実行されたい。今後も重要度・路線等を考慮して優先順位をつけ、中長期的経営計

画を立てて確実に実施し、経営基盤の維持・強化を要望する次第であります。 

 最後になりますが、東庄町国民健康保険東庄病院事業会計でありますが、この項

につきまして、中ほど、上から７行目、電気料金の値上げや燃料・物価高騰の影響

を受け、近年にない赤字となり、経営は更に悪化をしております。病院関連の基金

がない中、現金の減少は憂慮すべき点であり、今後の資金管理に留意していただき

たいと考える次第であります。 

 最後に、この項の下から１０行目、昨年度に続いて、新型コロナウイルス感染症

の拡大は病院運営に多大な影響を及ぼし、それに伴う患者数の減少は病院経営を圧

迫した。苦しい運営を迫られる中、医療の質を確保するため献身的に医療サービス

を提供し続けたことは大いに評価するものであります。 

 今後とも旭中央病院との連携を軸に、町内唯一の病院として、地域における中核

医療・療養施設としての役割を果たすべく、医師等の確保に万全を期すと共に、地

域住民に安心と良質な医療の提供の継続を要望する次第であります。 

 また、施設全体の修繕につきましては、老朽化の状況を鑑み、地域医療構想や国
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保東庄病院経営強化プランを踏まえて、持続可能な医療提供のためにも大規模改修

等の長期計画を立て、適正な管理運営に取り組んでいただきたいと考える次第であ

ります。 

 以上であります。 

議長（宮澤 健君） 

 説明が終わりました。ただいま議題となっております認定第１号から認定第８号

までについて、会議規則第３８条第１項の規定により、お手元の付託表のとおり所

管の常任委員会に審査の付託をしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（宮澤 健君） 

 ご異議なしと認めます。 

 従って、認定第１号から認定第８号までについては、所定の常任委員会に付託の

上、審査することに決定しました。 

 ここで暫時休憩とします。再開は午後３時からとします。 

（午後 ２時４９分 休憩） 

（午後 ３時００分 再開） 

議長（宮澤 健君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 認定第５号、訪問看護ステーション特別会計において訂正の申出がありましたの

で、これを許します。 

 健康福祉課長、布施光規君。 

健康福祉課長（布施光規君） 

 それでは、先程ご説明しました認定第５号、令和４年度東庄町訪問看護ステーシ

ョン特別会計歳入歳出決算の内容説明の中で、歳入のところで間違った数字を言っ

てしまいましたので、訂正をしたいと思います。 

 ２款・繰入金ですけれども、前年度との決算の比較のところで、３６．９％の減

というところを３８．９％の減と説明をしてしまいましたので、こちらを３６．９％

として訂正いたします。申し訳ありませんでした。 

議長（宮澤 健君） 

 日程第２１、請願第３号、「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の
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支給に関する法律」の改正を求める請願を議題とします。 

 職員に請願の朗読をさせます。 

（事 務 局 朗 読） 

議長（宮澤 健君） 

 ここで請願紹介議員から趣旨説明を求めます。 

 ２番、岩井弘晃君。 

２番（岩井弘晃君） 

 紹介議員の岩井です。請願第３号の趣旨を説明いたします。 

 建設アスベスト訴訟は、首都圏アスベスト東京第一陣訴訟が提起されてから令和

３年５月１７日の最高裁判決が出るまで１３年かかりました。最高裁判決では、国

とアスベスト製造企業の責任を認めました。その後、法案化が進められ、令和３年

６月９日、議員立法により特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給

に関する法律が成立し、アスベスト給付金制度が創設されました。ただし、その内

容は、被害の責任が２分の１と確定した国のみが拠出をするもので、被告アスベス

ト製造企業が含まれておらず、給付額が最高で、死亡した場合でも１，３００万円

となっており、十分でないのが現状です。 

 また、野外で作業していた方が給付から外れたり、対象となる期間も限定されて

いたりと、アスベスト被害者全体が救済されない制度となっております。 

 アスベストは暴露してから、つまり吸い込んでから病気発症まで約１５年から４

０年かかると言われており、２００４年に全面的に使用が禁止されるまで多くのア

スベスト含有建材が使用されてきました。今後も２００４年以前に建てられた建物

の改修や解体などでアスベストを暴露する可能性もあり、被害が拡大されることが

予想されます。 

 今回の請願では、アスベスト給付金制度をより被害者に寄り添った制度にするこ

とを国へ求めるものです。 

 東庄町では、令和２年の国勢調査で主たる事業を建設業としている町民が６１９

名おり、兼業を含めるともっと多くの町民がいると予想されます。被害者や遺族が

より充実した補償を受けてもらいたいという趣旨でこの請願を提出させていただき

ました。よろしくお願いいたします。 

議長（宮澤 健君） 



－138－ 

 この請願は、会議規則第９１条第１項の規定により、お手元の付託表のとおり所

管の常任委員会に審査の付託をします。 

 日程第２２、休会の件を議題とします。 

 お諮りします。 

 委員会審査等のため、９月７日から１４日までの８日間を休会としたいと思いま

す。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（宮澤 健君） 

 ご異議なしと認めます。 

 従って、９月７日から１４日までの８日間を休会とすることに決定しました。 

 これで本日の日程は全部終了しました。 

 ９月１５日の会議は、議事の都合により午後２時３０分に繰り下げて開くことに

します。 

 本日はこれで散会します。ご苦労さまでした。 

（午後 ３時１０分 散会） 

 


